
 

令和７年度 第７回中央区協議会（南地域分科会）次第 

 

日時：令和７年 10 月 10 日（金）午後１時 30 分から 

会場： 五島協働センター１階 ホール 

 

1 開会 

 

２ 中央区長挨拶 

 

３ 議事 

   諮問事項 

令和８年度区役所費（南地域分）の予算要求の概要について ☞資料１ 

 

協議事項 

（１）浜松市防災都市づくり計画（案）のパブリック・コメントの実施について 

 ☞資料２ 

 

（２）浜松市土地利用方針（案）のパブリック・コメントの実施について 

 ☞資料３ 

 

   答申事項 

    令和８年度区役所費（南地域分）の予算要求の概要について  

 

４ その他 

（１）令和７年度 第３回中央区協議会（代表会）からの連絡事項について  

☞連絡１、連絡２、連絡３ 

 

（２）地域課題について  

    ・意見交換会「避難所について」 ☞資料４ 

       ・地域の情報等について ☞資料５ 

     

（３）次回の開催予定 

         第８回：令和７年 11 月 21 日（金） 

第９回：令和７年 12 月 16 日（火） 

（午後１時 30 分から五島協働センター１階ホールにて） 

      

５ 閉会 

 

 



（単位：千円）

R8年度A
(見込)

R7年度B
(当初)

増減
A-B

主な増減理由

205,510 185,290 20,220 人件費を除く

(1)区役所等運営事業　   4,081千円（△399）

(2)公有財産維持管理事業  4,299千円（△414）

(3)庁舎維持管理事業　  59,986千円（+11,816）

【臨時】
・（個別）LEDリース料　※R8.2.1～R18.1.31
　（市有施設LED化推進事業）
・（個別）庁舎維持にかかる臨時点検
・（個別）庁舎修繕工事

(4)公用自動車管理事業　 6,763千円（+2,607）

【臨時】
・（個別）公用車リース料
・（個別）公用車電動化方針に基づく車両購入

2 協働センター等運営事業
【協働センターの管理運営に
　要する経費】 45,310 50,468 △ 5,158 協働センター大規模改修工事にかかる臨時経費の減

3 地区コミュニティ協議会事業
【地区コミュニティ協議会の
　運営支援に要する経費】

300 300 0

4 区協議会運営事業
【区協議会の開催に要する経費】 280 464 △ 184

5 地域力向上事業
【市民協働の理念のもと地域課題の
　解決による地域力の向上に向けた
　助成事業等の実施に要する経費】

7,849 9,511 △ 1,662 ※別紙参照

6 行政連絡事業
【地域住民に市政情報を配布及び
　回覧することに要する経費】

41,957 42,363 △ 406 想定世帯数による

(1)自治会集会所整備費助成事業（補助金）
　　　　　　　　　　　13,924千円（+10,424）

（個別）
　新築1件：頭陀寺町自治会（芳川地区）
　改修3件：芳川町神出自治会（芳川地区）
　　　　 ：老間町自治会（芳川地区）
　　　　 ：大塚町自治会（飯田地区）

(2)防犯灯設置維持管理費助成事業（補助金）
　　　　　　　　　　　20,713千円（+3,596）

・（配分）設置費補助金
・（配分）維持管理費補助金（電気料、補修費）

8 区役所デジタル運営経費
【デジタル関連事業に要する経費】 48 48 0

　　  …財源配分経費：個別算定経費以外の経費が該当し、配分額の範囲内で要求する。

令和8年度　中央区役所費（南地域分）　予算要求の概要（案）

事　業

中央区役所費（南地域分）

1 区管理運営事業

【区役所の運営や各行政センター庁舎、
　公有財産及び公用自動車の維持管理に
　要する経費】

75,129 61,519 13,610

7 自治会振興事業
【自治会集会所整備、防犯灯設置維持
　管理への助成に要する経費】

34,637 20,617 14,020

　　  …個別算定経費：人件費、投資的経費、光熱水費などの指定された経費が該当し、
   　   配分額に関わらず要求できる。

配分個別 ・

配分

配分

配分

配分

配分

配分個別 ・

配分個別 ・

個別

配分
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資料１



 「地域課題」提出用紙 

 

 

                                 委員氏名  辻 雅美委員   

 

１ 

地域課題 

 

【ゴミ集積所の管理について】   

 

地域のゴミ集積所の不燃物ゴミが荒らされる

ことがある。 

 

背景を含めて、内容をご

記入ください。 

２ 

１に記載した「地域課題」

解決のために意見交換を

行う上で、他の委員から提

供してもらいたい情報（他

地区（団体）の取り組みや

実情など）、他の委員に求

めたい意見についてご記

入ください。 

 

 

・ゴミ集積のゴミが荒らされるということはあ

りますか。 

 

・施錠について工夫されていることがあればお

聞きしたい。 

 

・ゴミ集積所の問題等あればお聞きしたい。 
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資料５



別紙

（単位：千円）

【助成事業】

R8年度
(見込)A

R7年度
(当初)B

増減
A-B

市民協働による住みよい地域づくり助成事業(補助金) 2,000 2,000 0

【区民活動・文化振興事業】

R8年度
(見込)A

R7年度
(当初)B

増減
A-B

1 【継続】ビーチコート利用促進事業 1,104 1,673 △ 569

【区課題解決事業】

R8年度
(見込)A

R7年度
(当初)B

増減
A-B

2
交通安全意識向上啓発事業
・【中央区で集約】高齢者向けの交通安全講習会

171 171 0

3 【継続】小学生交通安全啓発事業 824 1,000 △ 176

4 【継続】中田島オータムフェスタ 3,000 3,917 △ 917

3,995 5,088 △ 1,093

【協働センター等を核とした地域課題解決事業】

R8年度
(見込)A

R7年度
(当初)B

増減
A-B

協働センター等を核とした地域課題解決事業 750 750 0

7,849 9,511 △ 1,662合計

令和8年度地域力向上事業（南地域分）　予算要求の概要（案）

事業名

事業名
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 「地域課題」提出用紙 

 

 

                                 委員氏名  辻 雅美委員   

 

１ 

地域課題 

 

【ゴミ集積所の管理について】   

 

地域のゴミ集積所の不燃物ゴミが荒らされる

ことがある。 

 

背景を含めて、内容をご

記入ください。 

２ 

１に記載した「地域課題」

解決のために意見交換を

行う上で、他の委員から提

供してもらいたい情報（他

地区（団体）の取り組みや

実情など）、他の委員に求

めたい意見についてご記

入ください。 

 

 

・ゴミ集積のゴミが荒らされるということはあ

りますか。 

 

・施錠について工夫されていることがあればお

聞きしたい。 

 

・ゴミ集積所の問題等あればお聞きしたい。 
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資料５



 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 浜松市防災都市づくり計画(案)のパブリック・コメントの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

 現状、課題等） 

〇背景・経緯 

・国は、防災を明確に意識した都市づくりを促進するため、平成 25
年に「防災都市づくり計画策定指針」を公表。 

・国は、復興事前準備の取り組みを促進するため、令和 5 年に「事

前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン」を公表。 
・今後発生が予想される南海トラフ巨大地震や激甚化する豪雨への

対策など、様々な自然災害に対応した「災害に強い都市づくり」

が必要。 
・地域防災計画を補完し、ハード・ソフトの対策や自助・共助・公

助を適切に組み合わせた取組みを推進。 

・災害発生前の「防災・減災」から、災害発生後の被災したまちの

「復旧・復興」までの時間軸を踏まえた計画とする。 
・本計画の策定により、市民一人ひとりの防災意識の醸成を図ると

共に、復興に向けたまちづくりについて被災前から地域住民と議

論し、災害に強い都市の実現を目指していく。 
対象の区協議会 中、東、西、南、北、浜北地域分科会・天竜区協議会 

内  容 

浜松市防災都市づくり計画（案）について説明するもの。 
なお、区協議会でいただいた意見は、パブリック・コメントの意見

として取り扱う。 

・近年の大規模災害の被害状況を踏まえると、事前の防災・減災対

策のみで被害を完全に防ぐことは困難であり、平時から復興事前

準備の取組を検討することが重要であることから、防災・減災対

策と復興事前準備の双方を兼ね備えた計画として以下のように

基本方針等を設定。 
【防災・減災編（地震・水災害）】 

・災害ハザードと都市情報の重ね合わせにより災害リスクを評価。 

・評価結果から得られた課題を踏まえ、防災・減災に向けた「ハー

ド対策の視点」、「ソフト対策の視点」、及び被災後の速やかな復

旧・復興に向けた「復旧・復興対策の視点」の３つの視点から基

本方針を設定。 

【事前復興編】 

・「円滑、速やか、かつ適切な復旧・復興」のため、災害が起こる

前に、復興に向けたまちづくりの方針を示す「復興まちづくり方

針図」を作成。 

備 考 
（答申・協議結果

を得たい時期、今

後の予定など） 

令和 7 年 10 月 1日～30 日  案の公表・意見募集 

令和 8 年 3 月        市の考え方公表、策定・公表 

担当課 都市計画課 担当者 寺本 昇悟 電話 457-2371 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

(1)

資料２



(2)



浜松市防災都市づくり計画（案） 
に対するご意見をお待ちしています！ 

 
 
 

１．「浜松市防災都市づくり計画」とは 

   今後発生が予想される南海トラフ巨大地震や地球温暖化等により激甚化す

る豪雨への対策など、様々な自然災害に対応するため、防災を明確に意識し

た都市づくりが必要となっています。 

また、近年の大規模災害の被害状況を踏まえると、事前の防災・減災対策

のみで被害を完全に防ぐことは困難であり、平時から災害が発生した際のこ

とを想定し、復興事前準備の取組を検討することが求められています。 

こうしたことから、本市では、災害に強い都市の実現を目指すため、防災・

減災対策と復興事前準備の双方を兼ね備えた「浜松市防災都市づくり計画」

を策定します。 

２．案の公表期間及び意見募集期間 

令和７年１０月１日（水）～令和７年１０月３０日（木） 
３．案の公表先 

都市計画課、北部都市整備事務所、市政情報室、区役所、行政センター、支所、

協働センター、ふれあいセンター、中央図書館、市民協働センター（中央区中

央一丁目）、パブコメ PR コーナー（市役所本館 1階ロビー）にて配布 
浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載 
【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】 

４．意見の提出方法 

意見書には、住所※、氏名または団体名※、電話番号を記入して、次のいずれか

の方法で提出してください。 
※住所および氏名または団体名が未記入の意見には、本市の考え方は示しません。 
・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令等に  

基づき適正に管理します。 
（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市ホ

ームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。） 
①直接持参 都市計画課（市役所本館６階）まで書面で提出 
②郵便【はがき、封書】 
（最終日の消印有効） 

〒４３０－８６５２ 
浜松市中央区元城町１０３－２ 都市計画課あて 

③電子メール toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
④ＦＡＸ ０５０－３７３７－６８１５（都市計画課） 

５．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表 
お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、令和８年３月に

公表します。公表先は案の公表先と同じです。 

６．問い合わせ先 

都市整備部都市計画課（TEL ０５３－４５７－２３７１） 

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例などを策定す

るときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご意見、ご要望など

を聴きながら最終的な案を決定する手続きのことをいいます。 

浜松市では、平成１５年４月から、この制度を導入しています。 

(3)

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
mailto:toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp


 
下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください 
 
●パブリック・コメント実施案件の概要 
●意見提出様式（参考） 
●浜松市防災都市づくり計画（案）＜概要版＞ 
 
●浜松市防災都市づくり計画（案） 

◇共通編 
第１章 防災都市づくり計画策定の背景と目的 ･･････････共Ⅰ-1～3 
第２章 防災都市づくり計画の位置づけと構成 ･･････････共Ⅰ-4～6 

◇防災・減災編（地震） 
第１章 浜松市の地震災害に対する危険性 ･･････････････地震-1～33 
第２章 防災都市づくり計画の将来像・基本方針 ････････地震-34・35 
第３章 地震災害に対する具体的な取組み ･･････････････地震-36～46 

◇防災・減災編（水災害） 
第１章 浜松市の水災害ハザード ･･････････････････････水災害-1～18 
第２章 浜松市の水災害リスク ････････････････････････水災害-19～54 
第３章 防災都市づくりにおける将来像・基本方針 ･･････水災害-55・56 
第４章 水災害に対する具体的な取組み ････････････････水災害-57～63 

◇事前復興編 
第１章 事前復興編について ･･･････････････････････････復興-1～3 
第２章 復興まちづくり方針の検討 ･････････････････････復興-4～40 
第３章 都市復興のプロセス ･･･････････････････････････復興-41～47 

◇共通編（計画の進行管理とロードマップ） ･･･････････････共Ⅱ-1・2 
◇参考資料 ･････････････････････････････････････････････参考-1～8 

 

(4)



 

パブリック・コメント実施案件の概要 

 

案件名 浜松市防災都市づくり計画（案） 

趣旨・目的 
防災・減災対策と復興事前準備の双方を兼ね備えた「浜松市防災都市

づくり計画」を策定するもの。 

策定（見直し）に 

至った背景・経緯 

・国は、防災を明確に意識した都市づくりを促進するため、平成 25
年に「防災都市づくり計画策定指針」を公表。 

・国は、復興事前準備の取り組みを促進するため、令和 5 年に「事前

復興まちづくり計画検討のためのガイドライン」を公表。 
・今後発生が予想される南海トラフ巨大地震や激甚化する豪雨への対

策など、様々な自然災害に対応した「災害に強い都市づくり」が必

要。 

立案した際の 

実施機関の考え方

及び論点 

・地域防災計画を補完し、ハード・ソフトの対策や自助・共助・公助

を適切に組み合わせた取組みを推進。 

・災害発生前の「防災・減災」から、災害発生後の被災したまちの「復

旧・復興」までの時間軸を踏まえた計画とする。 
・本計画の策定により、市民一人ひとりの防災意識の醸成を図ると共

に、復興に向けたまちづくりについて被災前から地域住民と議論

し、災害に強い都市の実現を目指していく。 

案のポイント 

（見直し事項な

ど） 

・近年の大規模災害の被害状況を踏まえると、事前の防災・減災対策

のみで被害を完全に防ぐことは困難であり、平時から復興事前準備

の取組を検討することが重要であることから、防災・減災対策と復

興事前準備の双方を兼ね備えた計画として以下のように基本方針

等を設定。 
【防災・減災編（地震・水災害）】 

・災害ハザードと都市情報の重ね合わせにより災害リスクを評価。 

・評価結果から得られた課題を踏まえ、防災・減災に向けた「ハード

対策の視点」、「ソフト対策の視点」、及び被災後の速やかな復旧・

復興に向けた「復旧・復興対策の視点」の３つの視点から基本方針

を設定。 

【事前復興編】 

・「円滑、速やか、かつ適切な復旧・復興」のため、災害が起こる前

に、復興に向けたまちづくりの方針を示す「復興まちづくり方針図」

を作成。 

関係法令・ 

上位計画など 

浜松市地域防災計画、 

浜松市都市計画マスタープラン、浜松市立地適正化計画 

計画・条例等の 

策定スケジュール 

（予定） 

令和 7 年 10 月 1日～30 日 案の公表・意見募集 

令和 8 年 3 月       市の考え方公表、策定・公表 
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パブリック・コメント意見提出様式 
～ あ な た の ご 意 見 を お 待 ち し て い ま す ～  

 
※ご住所 
（所在地） 

 

※お名前 
（法人名・団体名） 

 

電話番号  

案の名称 浜松市防災都市づくり計画（案） 

意見募集期間 令和７年 10 月１日（水）～令和７年 10 月 30 日（木） 

意見欄 

 

 
・※ご住所およびお名前が未記入の意見には、実施機関の考え方は示しません。 
・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令

等に基づき適正に管理します。 
・この様式は参考です。任意の様式でも提出していただくことができますが、その

場合でも、上記と同様の内容について記入をお願いします。 
・この様式は、市ホームページからもダウンロードできます。 
 
【提出先】 都市計画課あて 
住所    ：〒４３０－８６５２ 浜松市中央区元城町１０３－２ 
ＦＡＸ   ：０５０－３７３７－６８１５ 
Ｅ－ｍａｉｌ：toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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～どうやって意見を書いたらいいの？～ 

 
「もっとこうしたらどうか」「もっとこうしてほしい」など、計画や条

例の案を見て思ったこと、感じたことを箇条書きや文章にまとめてくだ

さい。 

 どうやって書いたらいいか分からない場合には、以下の書き方例を参

考にしてみてください。 

 

＜書き方例＞ 

・ ●ページにある「○○○○」という言葉は分かりにくいので、「□□

□□」に変えてはどうでしょうか。 

・ ●ページの「△△△△」については、「■■■■」という内容を追加

したほうがよい。その理由は･････だからである。 
・ ●ページに書いてある目標件数ですが、「○○件」では少ないので、

「□□件」にすべきだと思う。 
・ ●ページの「△△△△」という文章は具体的にどういう意味なのか。

また、専門用語が多く使われているので、計画の中に用語解説をつけ

るべき。 

  

皆さんからの

ご意見を 

お待ちして 

おるのじゃ！ 
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（案） 
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共通編  

 計画策定の背景と目的 

今後発生が予想される南海トラフ巨大地震や地球温暖化等により激甚化する豪雨への対策など、
様々な自然災害に対応するための都市づくりが必要となっています。 

こうした背景から、本市では、
防災・減災対策と復興事前準備の
双方を兼ね備えた「浜松市防災都
市づくり計画（以下、本計画）」を
策定し、災害に強い都市の実現を
目指します。本計画では各災害リ
スクに対する課題等を整理し、基
本的な方針や効果的な施策を示す
とともに、本計画の策定が市民一
人ひとりの防災意識の醸成の契機
となることを期待します。 

 

 

 計画策定の視点とねらい 

これまでの防災対策は、主に災害が発生する前の事前対策に重点を置いてきましたが、近年の大規
模災害の被害状況を踏まえると、事前の防災・減災対策のみで被害を完全に防ぐことは困難です。 

そこで、国が示す「防災都市づくり計画策定指針（H25）」や「事前復興まちづくり計画検討のた
めのガイドライン（R5）」を踏まえ、本計画は災害発生前の「防災・減災」から、災害発生後の「復
旧・復興」までの時間軸を踏まえた計画としています。また、各編と対応する計画策定のねらいを下
図に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

図 計画の構成 
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 防災都市づくりにおける将来像 

浜松市総合計画や浜松市都市計画マスタープラン（以下、都市マス）で掲げる目標や計画策定の視
点を踏まえ、本計画で目指す将来像を以下のように設定します。 
 
 
 
 
 

 計画の対象区域と災害 

本計画は浜松都市計画区域を対象とします。 
また、本計画で扱う災害は、都市計画区域におい

て想定される「地震、洪水、雨水出水（内水）、土
砂災害、ため池決壊」とします。 

事前復興編では、復興が必要となりうる大規模災
害のうち、「地震、洪水」を対象とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 計画の対象区域 

安全 ・安心・快適 に暮らし続け ることができ る 

災 害 に 強 い ま ち 

※津波は、浜松市津波防
災地域づくり推進計画
にて、基本方針等を示
し、津波対策の取組み
を推進します。 
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防災・減災編（地震） 

 浜松市の地震災害に対する危険性 

本計画では、「静岡県第４次地震被害想定」（平成 25
年公表）における、あらゆる可能性を考慮した最大ク
ラスの地震を対象とします。 

右図は震度分布図（南海トラフ巨大地震 陸側ケー
ス）であり、本市の都市計画区域の概ね全域が震度６
強〜７に該当します。 

 

 

 災害危険度判定調査の概要 

大規模地震発生時には、火災や建物倒壊などの被害と建物倒壊等が消防活動や避難活動に影響を及
ぼすことによる被害の拡大要因による被害が想定されます。 

被害を拡大させる要因としては、道路が閉塞することにより、消防車両等が火災発生地点に到達で
きないことで延焼が拡大することや、避難路が閉塞してしまい逃げ遅れが生じることで火災に巻き込
まれることなどが挙げられます。 

 
 被害 被害の拡大要因 

被
害
の
拡
大
過
程 

  

そこで、本計画では国が示す「防災都市づくり計画のモデル計画及び同解説（H25）」等を踏まえ、
下表の評価項目を設定の上、災害危険度判定調査を実施し課題を整理します。 

評価項目 内容 
Ａ 焼失棟数密度（棟/ha） 町丁目面積１ha あたりの焼失する建物棟数で評価 

Ｂ 全壊棟数密度（棟/ha） 町丁目面積１ha あたりの全壊する建物棟数で評価 

Ｃ 道路閉塞確率（％） 町丁目内の道路のうち、地震災害時に閉塞する可能性がある道
路の割合で評価 

Ｄ 消防活動困難区域率
（％） 町丁目のうち、火災時に消火活動が困難となる区域の割合で評価 

Ｅ 一次避難困難区域率
（％） 

町丁目のうち、地震や火災が発生した時に一時的に避難するの
が困難となる区域の割合で評価 

  

道路閉塞 

避難活動 

に影響 

焼 死 

圧 死 

消防･救急活動 

に影響 
延 焼 

建物倒壊 出 火 

大規模地震の発生 
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 災害危険度判定調査の結果 

災害危険度判定調査では、評価項目ごとに１〜５の危険度を設定し、町丁目単位で評価します。 
本頁では、５つの災害危険度判定調査のうち、焼失棟数密度及び全壊棟数密度の結果を示します。 

小←―――――――― 危険度 ――――――――→大 

１ ２ ３ ４ ５ 

 
Ａ．焼失棟数密度（棟/ha） 

 

Ｂ．全壊棟数密度（棟/ha） 

 

  

・耐火性能が低い古い木造
建物や狭あい道路が残る
地域で危険度が高くなっ
ている。 

・耐震性能が低い古い建物
が残る地域で危険度が高
くなっている。 
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 地震災害に対する課題 

○密集市街地等の延焼火災の抑制 
○老朽建物（旧耐震基準）の倒壊防止 
○道路閉塞の防止 
○防災意識の醸成 
○消火設備の確保と被災状況に応じた消防活動への対応 
○新たな避難場所の確保と安全な避難経路の強化 
○応急・復旧活動の拠点の安全確保と道路ネットワークの確保 
○早期の市街地復興と被災者の生活再建のための復興事前準備 

 

 防災・減災編（地震）の将来像 

防災対策を推進する上では、市民一人ひとりが「自分の命は自分で守る」、「自分たちの地域は自分
たちで守る」という意識を持つことや、市民（自助、共助）と行政（公助）が円滑に連携できる体制
を構築することが大切です。そのため、防災・減災編（地震）における都市の将来像を以下のように
設定します。 

 

 

 

 

 

 将来像の実現に向けた基本方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全・安心・快適に暮らし続けることができる災害に強いまち 

～ み ん な の 力 で 高 め 合 う 地 域 防 災 力 ～ 

災害発生時の課題 
（A 焼失棟数密度、B 全壊棟数密

度、C 道路閉塞確率） 

災害発生後の課題 
(C 道路閉塞確率、D 消防活動困難
区域率、E 一次避難困難区域率) 

復旧・復興に向けた課題 

基本方針１：災害リスクの軽減に向けた取組みによる都市づくり【ハード対策】 
○建物の倒壊や火災・延焼等の生命を脅かす被害を最小限に抑える取組みの推進。 
○耐震性を有する防火水槽の設置等による初期消火能力の確保。 
○市民が安全に避難可能な公園・緑地等のオープンスペースの確保や、沿道建物耐震化等によ

る緊急輸送路や避難経路が閉塞しないための取組促進。 

基本方針２：災害リスクの回避に向けた取組みによる都市づくり【ソフト対策】 
○ハード対策のみで防ぎきることが困難なことが想定されるため、周知・啓発体制の強化や市

民の防災意識の醸成による地域防災力の向上を図る。 
○市民へ災害情報等の提供を行うための防災情報システムの着実な運営・周知や、災害時の緊

急放送実施体制の確保などを行い、災害情報伝達手段の強化に努める。 

基本方針３：円滑な復旧・復興に向けた都市づくり【復旧・復興対策】 
○被災者の生活を迅速に再建するため、防災拠点の避難支援や情報伝達等の応急・復旧支援機

能の充実を図る。また、防災拠点と周辺地域を連絡する緊急輸送路をはじめとする道路ネッ
トワークが寸断されない道路網の強化を図る。 

○被災後に早期に市街地復興と被災者の生活再建が実現できるよう、復興に備えた事前準備を
推進し、復興を進める際の手順や役割分担の検討を進める。 
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 具体的な取組み 
 

基
本
方
針
１ 

(1) 耐震化と道路空間の確保による安全な市街地の形成 
 ○建築物の耐震化促進等 
 ○沿道構造物の撤去・改善等 
(2) 市街地整備等による都市の火災・延焼リスクの軽減 
 ○防火地域・準防火地域の指定の検討 
 ○土地区画整理事業等による密集市街地の解消 
 ○都市計画道路の整備等による延焼遮断帯の強化 
 ○耐震性を有する消防水利の整備等による消火能力の強化 
(3) 円滑な避難行動や応急活動のための整備 
 ○都市公園の整備等によるオープンスペースの確保 
 ○応急活動スペース・避難経路の確保 

基
本
方
針
２ 

(1) 地域防災力の向上 
 ○防災ガイドブックや防災ハザードマップの作成・周知による防災意識の醸成 
(2) 災害情報伝達手段の強化 
 ○防災情報システムの着実な運営や緊急放送実施体制の確保 

基
本
方
針
３ 

(1) 都市機能を支えるインフラ・ライフラインの強化 
 ○緊急輸送路の沿道建物や橋梁の耐震化等による道路ネットワーク寸断の防止等 
 ○上下水道の耐震化、ライフライン情報の収集・提供体制の構築による都市機能の確保等 
(2) 復旧・復興のための事前準備 
 ○発災後の復興まちづくりの姿を見据えた事前復興まちづくり計画の策定等 

 

図 住宅・建築物耐震化事業費補助 

【基本方針 1(1) 建築物の耐震化促進等】 

図 浜松市防災ホッとメール 
【基本方針 2(2) 防災情報システムの着実な運営や緊急放

送実施体制の確保】 

図 橋梁の耐震補強の事例 
【基本方針 3(1) 緊急輸送路の沿道建物や橋梁の耐震化等

による道路ネットワーク寸断の防止等】 
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防災・減災編（水災害） 

 防災・減災編（水災害）で扱う災害 

防災・減災編（水災害）では下表のとおり「降雨に起因する災害」と「地震に起因する災害」の観
点から都市計画区域内の災害を整理します。 

 水災害リスク分析の考え方 

国が示す「立地適正化計画の手引き」等を踏まえ、災害ハザードと建物分布等の都市情報の重ね合
わせにより、想定される水災害リスクを分析します。 

水災害リスクの分析では、都市計画区域全域を対象とした分析と水災害リスクが高い地域での詳細
な分析により、水災害リスクにおける課題をとりまとめます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

区分 災害ハザード 

降
雨
に
起
因
す
る
災
害 

洪水 

・洪水浸水想定区域（計画規模） 
・洪水浸水想定区域（想定最大規模） 
・浸水継続時間（想定最大規模） 
・家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・河岸侵食：想定最大規模） 

雨水出水 ・内水ハザードマップ 
浸水実績 ・浸水実績図 

土砂災害 ・指定区域（砂防三法） 
・土砂災害（特別）警戒区域 

地
震
に
起
因

す
る
災
害 

ため池決壊 ・浸水深マップ 

津波 ・防潮堤整備後の浸水想定区域 
※本計画では、災害ハザードのみ整理。 

 

図 水災害リスク分析のフロー 

《都市計画区域》 

都市計画区域内の水災害リスク分析 

・都市計画区域内の水災害リスクについて、被害の視点で分析を行い解決が求められ

る課題を検討 
《水災害リスクの高い地域》 

水災害リスクの高い地域の水災害リスク分析 
・すべての課題を早期に解決することは困難と考えられることか

ら、水災害リスクの高い地域を選定し、命を守る視点により、
優先的な解決が求められる課題を検討 

水災害における課題のとりまとめ 
・将来像や基本方針、具体的な取組みの検討に向け、水災害リスクの課題を整理 

都市計画域内の課題、水災害リスクの高い地域の課題 

(16)
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 都市計画区域全域の災害リスク分析 

災害ハザードと都市情報を重ね合わせ、被害の視点による分析を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 水災害リスクの高い地域の災害リスク分析 

水災害リスクの高い地域（①〜⑭）を下記に示す考え方で選定し、命を守る視点による詳細な分析を
行います。水災害リスクの高い地域は、右下図の通り居住誘導区域にも及んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

図 水災害リスクの高い地域 

視
点 分析の考え方 

リ
ス
ク
箇
所 

浸水深や土砂災害等の災害
ハザードと建物分布の重ね
合わせによる災害リスク箇
所の把握 

要
配
慮
者 

要配慮者施設と浸水継続時
間の重ね合わせによる浸水
継続による要配慮者の災害
リスクの把握 

家
屋
倒
壊 

氾濫流や河岸浸食による家
屋倒壊等氾濫想定区域と建
物の重ね合わせによる家屋
倒壊リスク箇所の把握 

 図 災害リスク分析の例（浸水深（想定最大規模）×建物分布） 

水災害リスクの高い地域の選定 

○市街化を図っていく区域から、
「生涯に 1 回は経験する発生頻
度の災害リスク※1」と「近年に
浸水被害のある高頻度な災害リ
スク※2」に着目し、まとまった
被害が想定される地域を選定。 

※1：洪水浸水想定区域（計画規
模）において、床上浸水以上
の被害想定のある区域 

※2：10 年程度の浸水実績におい
て、床上浸水以上(0.5ｍ以
上）の被害想定のある区域 

※0.5ｍ未満の浸水区域であっても床
下浸水等の災害リスクが想定され
ます。 

⑬三ヶ日 

⑫引佐 

⑦天竜 

⑥中瀬 

⑤浜北 

⑪笠井 

⑭五島 

①駅北 

②駅南 

⑨可美 

④駅西 

⑩篠原 

⑧細江 

③駅東 

(17)



9 

 

水災害リスクの高い地域の分析例（洪水浸水想定区域（想定最大規模）【③駅東】）を示します。 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 水災害に対する課題 

○命を守るための取り組み 
○防災意識の醸成 
○要配慮者の安全確保 
○地域社会・経済の速やかな再建・回復 
○市民の命や財産の被害の最小化 
○ハード・ソフト両面からの対策 

 

 防災・減災編（水災害）の将来像 

近年、頻発化・激甚化する水災害に対しては、ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせた防
災・減災対策により、被害を最小化することが大切です。 

また、水災害リスクの高い地域は、居住誘導区域にも及ぶことから、安全・安心・快適で持続可能
な都市づくりの推進が必要なため、防災・減災編（水災害）の都市の将来像を以下で設定します。 

 

 

 

  

・洪水浸水 
（計画規模） 

・浸水実績 
・土砂災害 
・ため池決壊 

安全・安心・快適に暮らし続けることができる災害に強いまち 

～水災害リスク最小化による持続可能な都市づくりの推進～ 

・洪水浸水 
 （想定最大規模） 

図 水災害リスクの高い地域の災害リスク分析の例（想定最大規模） 

命を守る視点 重ね合わせる 
都市情報 

垂直避難の可能性 建物分布・高さ 
早期避難の必要性 要配慮者施設 

避難施設の活用可能性 緊急避難場所 
避難路の活用可能性 幹線避難路 

緊急輸送路 
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 将来像の実現に向けた基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 具体的な取組み 
 

基
本
方
針
１ 

(1) 施設整備による災害リスクの軽減 
 ○河川改修等による治水対策の推進 
 ○下水道施設の整備・検討 
 ○農業用施設等の整備・改修 
(2) 市街地整備による災害リスクの軽減 
 ○土地区画整理事業による整備 
 ○都市機能誘導方針の策定 
 ○表面貯留施設の整備 
(3) 自然地を活用した災害リスクの軽減 
 ○遊水機能等の強化  

基
本
方
針
２ 

(1) 災害リスクの回避に向けた居住の誘導やハザー
ド情報の周知等 

 ○災害リスクの回避に向けた居住の誘導 
 ○ハザード情報等の周知・啓発及び防災意識の醸成 
 ○災害情報の把握・伝達体制の強化 
(2) 地域の防災力の強化 
 ○防災知識の普及活動の推進 
 ○地域課題に対応した防災対策の支援  

基
本
方
針
３ 

(1) 都市機能を支えるインフラの強化 
 ○緊急輸送路等の機能不全に備えた、多重化・代替性の確保が可能な道路網の整備検討等 
(2) 復旧・復興のための事前準備 
 ○発災後の復興まちづくりの姿を見据えた事前復興まちづくり計画の策定等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 河川改修（九領川） 
【基本方針1(1) 河川改修等による治水対策の推進】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 道路冠水情報システム 
【基本方針2(1) 災害情報の把握・伝達体制の強化】 

基本方針１：災害リスクの軽減に向けた取組みの選択と集中による防災都市づくり【ハード対策】 
○関係部局と連携し、水災害リスクの高い地域を中心とした災害リスクの早期軽減を図る。 
○短期的なハード対策だけでなく、中長期的なハード対策も継続して実施し、計画的な災害リスク

の軽減を図る。 
○基盤整備等のまちづくりの中で、水災害に対する脆弱性の解消を図る。 
○流域治水の推進等、関係機関との連携強化を図る。 

基本方針２：災害リスクの回避に向けた命を守るための取組みによる防災都市づくり【ソフト対策】 
○開発抑制や立地誘導等を活用し、都市計画等の側面から水災害リスクの回避を図る。 
○周知・啓発体制の強化や市民一人一人の防災意識の醸成を図る。 
○防災知識の普及活動等の地域の防災力の強化を図る。 

基本方針３：被災状況に応じた円滑で柔軟な復旧・復興に向けた防災都市づくり【復旧・復興対策】 
○社会経済への影響を最小化するため、業務継続計画（ＢＣＰ）の作成等、円滑な復旧・復興が図

られるよう事前準備の取組みを推進。 
○被災時の復旧・復興に向けた都市機能の強化や関係機関との連携強化を図る。 

(19)



11 

事前復興編  

 事前復興編について 

事前復興編は、近年の大規模災害
の切迫性等を鑑み、災害は必ず起き
ることを前提に、被災後の復興に向
けたまちづくりの方針や復興のプロ
セス等を、国が示す「事前復興まち
づくり計画検討のためのガイドライ
ン」等を踏まえとりまとめます。 

災害が起こる前に、地域住民や関
係者等と、復興まちづくりについて
充分に協議することで、市民や職員
の防災意識が向上し、実際に被災し
た場合でも、短期間で適切な規模・
内容の復興まちづくり計画の検討や
復興まちづくり事業の早期着手が期待されます。また、被災前のまちの水準を超える「より良い復興」
の選択肢を準備することが出来ます。 

 

 復興まちづくり方針の検討 

本市の「被害想定（地震、洪水）」と「市街地特性（上位計画の位置づけ、都市基盤の整備状況）」
を重ね合わせ、大規模災害からの復興まちづくりを進める上での課題を整理します。その課題を踏ま
え、本市で想定される被災後の市街地整備を「復興まちづくり方針図」として整理します。 

 
被害想定 

× 

市街地特性 
(1) 地震による被害 

上位計画の 
位置づけ 

 1) 面的被害※１が発生する可能性がある町丁目 
 2) 部分的被害※２が発生する可能性がある町丁目 
(2) 洪水による被害 
 1) 面的被害が発生する可能性がある町丁目 

都市基盤の 
整備状況 

 2) 部分的被害が発生する可能性がある町丁目 
(3) 地震と洪水による複合的な被害 
 1) 面的被害が発生する可能性がある町丁目 

※１：町丁目内の 50％以上の建物が焼失または全壊する可能性がある場合を面的被害とします。 
※２：被害を受けた地域のうち、面的被害以外の場合を部分的被害とします。 

  

図 事前復興まちづくりにより期待される効果のイメージ 

「東京大学生産技術研究所 加藤孝明教授講演資料」「事前復興まちづ

くり計画検討のためのガイドライン R5.7」を加筆・修正 

復
興
課
題
の
整
理 
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地震と洪水において「面的被害が発生する可能性がある町丁目」と「市街地特性」を重ね合わせた
結果を、以下に示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 復興まちづくりの将来像 

復興課題を踏まえ、一日も早い生活再建と災害を繰り返さない安心して暮らし続けられる未来へ向
けた都市づくりのため、市民との協働のもと、「円滑、速やか、かつ適切な復旧・復興」を目指し、
以下の将来像を設定します。 
 
 

  

安全・安心・快適に暮らし続けることができる災害に強いまち 

～地域の思いをのせた、より良い未来の創造～ 

浜松駅 

天竜川駅 

天竜川 馬込川 

二俣・西鹿島 

浜松駅 

浜松駅 

天竜川駅 

（地震&洪水） 

（洪水） （地震） 

復興課題 

【都市計画区域】 
○円滑、速やか、かつ適切な復旧・ 

復興ができる都市の形成 
○災害を繰り返さない都市の形成 
○地域コミュニティの維持 

【市街化区域】 
○既存都市基盤の活用 
○地震と洪水に対応した複眼的な復興 

【居住誘導区域・都市機能誘導区域】 
○拠点をはじめとした都市機能の早期 

回復と誘導区域のより良い復興 

 

・どちらの災害でも面的被害が想
定される地域があり、誘導区域
内も被害が想定される。 

 

 ・市街化区域内の都市基盤が整っていない地域も被害が 
想定される。 

・居住誘導区域や都市機能誘導区域も被害が想定される。 
 

(21)
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 復興まちづくり方針図 

被災後の市街地整備手法を「復旧・復興
パターン」の設定と、都市マスに基づく事
前復興編の「分野別方針」の整理により、
復興まちづくり方針図を示します。 

災害が発生した際には、復興まちづくり
方針図を参考に、実際の被害状況や地域の
復興まちづくりに対する機運、課題等を踏
まえ、より良い復興に向けたまちづくりを
進めます。 

 

■復旧・復興パターン 
① 改造型復興 

土地区画整理事業等の面的な市街地整備手法
の導入による、抜本的な整備によるまちづくり
【復興】 

② 修復型復興 
未整備の都市施設の整備や、地区計画等のま

ちづくりのルールを組み合わせたまちづくり
【復興】 

③ 修復型復旧 
住民主体の個別再建や既存の都市基盤の復旧

を基本としつつ、地区計画等のまちづくりのルー
ルを組み合わせたまちづくり【復旧】 

④ 個別型復旧 
都市基盤の復旧と併せて、被災した建物の個

別再建への支援を行う。 

■分野別方針（例） 
○土地利用：地域の課題解消と併せた復興まち

づくりにおける土地利用の検討 
○都市交通：復興まちづくりに併せた暮らしを

支える道路の適切な配置 
○みどり：復興まちづくりに併せた公園・緑地

の配置等による防災性向上と良好なまち並み
景観の形成 

○都市防災：地震と洪水の両方の災害に対応す
る複眼的な整備方法の検討 

図 復興まちづくり方針図の整理フロー 
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■復興まちづくり方針図 
「復旧・復興パターン」と
「分野別方針」を踏まえ、復
興まちづくり方針図を示しま
す。復旧・復興パターンを被
災地域に適用する際は、本市
の長期的な都市づくりの方針
と整合を図る必要があるため、
上位計画の位置づけごとに復
興まちづくり方針を設定しま
す。 

右図は、都市機能誘導区域
と居住誘導区域における復興
まちづくり方針を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本計画の復興まちづくり方針図はあく
まで目安であり、実際の被害状況や地
域のまちづくり機運、課題等を踏ま
え、復興まちづくりを進めます。 

 
地震と洪水の両方の災害に対応
する複眼的な整備方法の検討 

復興とあわせた地域
課題※の解消 
※住工混在、交通渋

滞、交通安全、公園
の不足 等 

地域の実情に即した
復旧・復興パターン
を選択 

復興まちづくり方針を 
都市計画区域に適用 

図 誘導区域における復興まちづくり方針 

※１：被害状況や地域のまちづくりの機運、地域課題等を踏まえて検討 
※２：未整備の都市施設の状況を踏まえて検討 

想定外の災害の場合
には、適切な復旧・
復興パターンを選択 

図 復興まちづくり方針図 
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 都市復興の流れ 

都市の復興に向けた主要な行動項目の概要と市民の役割について示しています。 

目安 行動項目 概要 市民の役割 

発災〜 
１週間 

被災状況の調査・ 
被災状況図の作成 

都市復興の方針・基本計画の策定や復興事業
の検討のため、被害状況調査を行う。 

後の罹災証明書取得のため、発災直後の
自宅の様子等を撮影し被害状況を記録す
る…等 

２週間 
以内 

都市復興方針の 
策定 

被災状況にあった都市復興の理念や目標など
を示す都市復興方針を策定する。 行政が作成する都市復興方針を把握する 

２週間 
以降 

緊急復興地区の 
検討・決定 

緊急に面的整備事業等が必要と判断される地
区の検討・決定を行う。 

自らが所有する土地が、緊急復興地区に
該当するか把握する 

建築基準法第 84 条 
に基づく建築制限 
の指定 

緊急復興地区を対象に無秩序な建築行為によ
る市街地形成を防ぐための建築制限を行う。 

建築制限区域に指定された地域で、新た
な建築を行わない 

２か月 
以内 

被災市街地復興推進 
地域の検討・決定 

土地区画整理事業等の面的整備事業の実施が
見込まれる地域の都市計画決定（被災市街地
復興推進地域）を行う。 

自らが所有する土地が被災市街地復興推進
地域に該当するか把握する…等 

２か月 
以降 

復興事業手法の 
検討・決定 

地域住民・地権者を交えて復興事業手法を検
討する。 

復興事業手法に関する協議や合意形成に
参加する 

６か月 
以内 

都市復興基本計画の
策定 

都市復興の目標、土地利用や都市施設整備の
方針等を示す都市復興基本計画を策定する。 

自らが所有する土地や住んでいる地域の
計画を把握する 

 

計画の進行管理とロードマップ  

将来像である「安全・安心・快適に暮らし続
けることができる災害に強いまち」を実現する
ためには、市民と行政がそれぞれの役割を認識
し、協働で取り組むことが重要です。 

都市のリスクに対する解決策は多様にあり、
決まった答えはありません。そのため、災害が
発生するまで、繰り返し検討していくことが求
められます。計画策定後も、災害ハザード情報
を収集し、リスクが発生しそうな箇所への未然
防止策の検討や、ワークショップなど踏まえた
知見を、計画見直し時に反映します。 

また、本計画の推進にあたり、右図に示すロ
ードマップを描くことによって、着実に防災都
市づくりを進めていきます。 

  
図 防災都市づくりの推進に向けたロードマップ 
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 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 浜松市土地利用方針（案）のパブリック・コメントの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

○趣旨・目的 

・浜松市都市計画マスタープランに示す将来都市構造の実現に向け、地

域地区制度や開発許可制度など、都市計画法に基づく土地利用計画制

度の運用方針を定めるもの。 

〇背景・経緯 

・本市は人口減少期を迎えているものの、依然として都市の外延的拡大、

都市の低密度化、都心の衰退が進行しており、公共交通や生活サービ

スの低下、空き家の増加、インフラの維持管理費の増大等が懸念され

ている。 
・将来にわたる公共交通や生活サービスの推進、都心の活性化、都市経

営の効率化を図るためには、目指すべき将来都市構造の実現に向け

て、コンパクトでメリハリのある土地利用を推進することが必要。 

〇課題・方針 

・都心や各拠点、居住地、集落地において役割分担を整理し、目指すべ

き将来都市構造を実現するための制度運用を進める。 

・市街化区域の工業系用途地域内では工業用地が減少する一方で商業、

住宅用地が増加するなど、産業の空洞化等が進行しているため、市街

化調整区域の無秩序な都市的土地利用の抑制、工業系用途地域の工業

用地の確保等の適正な土地利用を進める。 

対象の区協議会 中、東、西、南、北、浜北地域分科会・天竜区協議会 

内  容 

浜松市土地利用方針（案）について説明するもの。 

なお、区協議会でいただいた意見は、パブリック・コメントの意見とし

て取り扱う。 

【目標年次】 

 浜松市都市計画マスタープランの目標年次である 2045（令和 27）年

を本方針の目標年次とする。 

【土地利用の運用方針】 

 浜松市都市計画マスタープランの長期的な展望に立った都市計画の

理念、目標、基本方針等を実現するための土地利用計画制度の運用方針。 

 1 コンパクトな都市づくりのための運用方針 

 2 都心や各拠点の役割と地域特性に応じた都市機能の集積のための

運用方針 

 3 地域の暮らしに応じた良好な居住環境の形成に向けた運用方針 

 4 既存工業地の維持・再生と産業拠点の形成に向けた運用方針 

5 自然環境・農地の保全と都市のコンパクト化の推進に向けた運用

方針 

備 考 
（答申・協議結果を得た

い時期、今後の予定など） 

令和 7 年 10 月 1 日～30 日 案の公表・意見募集 
令和 8 年 3 月       市の考え方公表、策定・公表 

担当課 都市計画課 担当者 鈴木 緑 電話 457-2371 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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資料３
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浜松市土地利用方針（案） 
に対するご意見をお待ちしています！ 

 
 
 

１．「浜松市土地利用方針」とは 

浜松市都市計画マスタープランに示す将来都市構造の実現に向け、地域

地区制度や開発許可制度など、都市計画法に基づく土地利用計画制度の運

用方針を定めるものです。 

 
 
２．案の公表期間及び意見募集期間 

令和７年１０月１日（水）～令和７年１０月３０日（木） 
 
３．案の公表先 

都市計画課、北部都市整備事務所、市政情報室、区役所、行政センター、支所、

協働センター、ふれあいセンター、中央図書館、市民協働センター（中央区中

央一丁目）、パブコメ PR コーナー（市役所本館 1階ロビー）にて配布 
浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載 
【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】 
 

４．意見の提出方法 

意見書には、住所※、氏名または団体名※、電話番号を記入して、次のいずれか

の方法で提出してください。 
※住所および氏名または団体名が未記入の意見には、本市の考え方は示しません。 
・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令等に  

基づき適正に管理します。 
（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市ホ
ームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。） 
①直接持参 都市計画課（市役所本館６階）まで書面で提出 
②郵便【はがき、封書】 
（最終日の消印有効） 

〒４３０－８６５２ 
浜松市中央区元城町１０３－２ 都市計画課あて 

③電子メール toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
④ＦＡＸ ０５０－３７３７－６８１５（都市計画課） 

 
５．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表 

お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、令和８年３月に

公表します。公表先は案の公表先と同じです。 

 
６．問い合わせ先 

都市整備部都市計画課（ＴＥＬ ０５３－４５７－２３７１） 
 

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例などを策定す

るときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご意見、ご要望など

を聴きながら最終的な案を決定する手続きのことをいいます。 

浜松市では、平成１５年４月から、この制度を導入しています。 
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下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください 
 
 

●パブリック・コメント実施案件の概要 
●意見提出様式（参考）            
●浜松市土地利用方針（案）＜概要版＞ 
 

   ●浜松市土地利用方針（案）         
    第１章 目的と位置づけ          ･･････ Ｐ 1～Ｐ 4 
    第２章 土地利用の基本方針        ･･････ Ｐ 5～Ｐ 9 
    第３章 土地利用の運用方針        ･･････ Ｐ10～Ｐ60 
      第４章 土地利用方針の実現に向けて    ･･････ Ｐ61～Ｐ69 
   ●参考資料                 ･･････ Ｐ70～Ｐ94 
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パブリック・コメント実施案件の概要 

 

案件名 浜松市土地利用方針（案） 

趣旨・目的 

・ 浜松市都市計画マスタープランに示す将来都市構造の実現に向け、

地域地区制度や開発許可制度など、都市計画法に基づく土地利用計

画制度の運用方針を定めるもの。 

策定（見直し）に 

至った背景・経緯 

・ 本市は人口減少期を迎えているものの、依然として都市の外延的拡

大、都市の低密度化、都心の衰退が進行しており、公共交通や生活

サービスの低下、空き家の増加、インフラの維持管理費の増大等が

懸念されている。 
・ 将来にわたる公共交通や生活サービスの推進、都心の活性化、都市

経営の効率化を図るためには、目指すべき将来都市構造の実現に向

けて、コンパクトでメリハリのある土地利用を推進することが必要

である。 

立案した際の 

実施機関の考え方

及び論点 

・ 都心や各拠点、居住地、集落地において役割分担を整理し、目指す

べき将来都市構造を実現するための制度運用を進める方針とした。 
・ 市街化区域の工業系用途地域内では工業用地が減少する一方で商

業、住宅用地が増加するなど、産業の空洞化等が進行しているため、

市街化調整区域の無秩序な都市的土地利用の抑制、工業系用途地域

の工業用地の確保等の適正な土地利用を進める方針とした。 

案のポイント 

（見直し事項など） 

【目標年次】 

 浜松市都市計画マスタープランの目標年次である 2045（令和 27）年

を本方針の目標年次とする。 

【土地利用の運用方針】 

 浜松市都市計画マスタープランの長期的な展望に立った都市計画の

理念、目標、基本方針等を実現するための土地利用計画制度の運用方針。 

 1 コンパクトな都市づくりのための運用方針 

 2 都心や各拠点の役割と地域特性に応じた都市機能の集積のための

運用方針 

 3 地域の暮らしに応じた良好な居住環境の形成に向けた運用方針 

 4 既存工業地の維持・再生と産業拠点の形成に向けた運用方針 

 5 自然環境・農地の保全と都市のコンパクト化の推進に向けた運用

方針 

関係法令・ 

上位計画など 
・ 浜松市都市計画マスタープラン 

計画・条例等の 

策定スケジュール 

（予定） 

令和 7 年 10 月 1 日～30 日 案の公表・意見募集 
令和 8 年 3 月       市の考え方公表、策定・公表 
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パブリック・コメント意見提出様式 
～ あ な た の ご 意 見 を お 待 ち し て い ま す ～  

 
※ご住所 
（所在地） 

 

※お名前 
（法人名・団体名） 

 

電話番号  

案の名称 浜松市土地利用方針（案） 

意見募集期間 令和７年１０月１日（水）～令和７年１０月３０日（木） 

意見欄 

 

 
・※ご住所およびお名前が未記入の意見には、実施機関の考え方は示しません。 
・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令

等に基づき適正に管理します。 
・この様式は参考です。任意の様式でも提出していただくことができますが、その

場合でも、上記と同様の内容について記入をお願いします。 
・この様式は、市ホームページからもダウンロードできます。 
 
【提出先】 都市計画課あて 
住所    ：〒４３０－８６５２ 浜松市中央区元城町１０３－２ 
ＦＡＸ   ：０５０－３７３７－６８１５ 
Ｅ－ｍａｉｌ：toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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～どうやって意見を書いたらいいの？～ 

 
「もっとこうしたらどうか」「もっとこうしてほしい」など、計画や条

例の案を見て思ったこと、感じたことを箇条書きや文章にまとめてくだ

さい。 

 どうやって書いたらいいか分からない場合には、以下の書き方例を参

考にしてみてください。 

 

＜書き方例＞ 

・ ●ページにある「○○○○」という言葉は分かりにくいので、「□□

□□」に変えてはどうでしょうか。 

・ ●ページの「△△△△」については、「■■■■」という内容を追加

したほうがよい。その理由は･････だからである。 
・ ●ページに書いてある目標件数ですが、「○○件」では少ないので、

「□□件」にすべきだと思う。 
・ ●ページの「△△△△」という文章は具体的にどういう意味なのか。

また、専門用語が多く使われているので、計画の中に用語解説をつけ

るべき。 

  

皆さんからの

ご意見を 

お待ちして 

おるのじゃ！ 
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第１章 目的と位置づけ 

 

1 

 

第１章 目的と位置づけ 

１ 趣旨・目的 

土地利用計画制度は、法に基づく都市計画制度の一つであり、都市計画マスタープランに

示す将来都市構造の実現に向けて、住宅、店舗、事務所、工場といった競合する様々な土地

利用を秩序立てるため、個々の建築行為を規制・誘導するなどの土地の利用に関するルール

を定めたものです。 

本市では、1972（昭和 47）年に市街化を促進する市街化区域と市街化を抑制する市街

化調整区域を定める区域区分、1973（昭和 48）年に市街化区域の建築物の用途を適正に

配置するための用途地域を指定するなど、都市の健全な発展と秩序ある整備に向けて土地

利用計画を定めてきました。 

しかし、市街化調整区域における集落制度をはじめとする土地利用規制の緩和により、人

口減少期以降も、市街化調整区域への都市的土地利用の無秩序な拡散が進行し、更なる都市

の外延的拡大、都市の低密度化、都心の衰退などを招いています。また、気象変動等による

自然災害の頻発化・激甚化により、本市における甚大な被害の発生の懸念が高まっています。 

 このような状況に適切に対応するため、浜松市都市計画マスタープランに示す将来都市

構造の実現に向けた都市全体の土地利用計画制度の運用方針として、本市の取組の指針と

なるとともに、市民や事業者に対して今後の土地利用運用の進め方を明らかにするもので

す。 

 

２ 位置づけ 

 本方針は、浜松市都市計画マスタープランに即するとともに、各種関連計画と整合を図り

つつ、土地利用規制・誘導に関する運用の指針として示すものです。法に基づく用途地域を

はじめとする地域地区制度、開発許可制度などの土地利用計画制度は、本方針に即して運用

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 本方針の位置づけ 
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第１章 目的と位置づけ 

 

2 

 

３ 方針の構成 

  

 本方針は、「目的」を踏まえ、浜松市都市計画マスタープランの土地利用に関する主要

な現状・課題、土地利用に関する方針を示す「土地利用の基本方針」と、「土地利用の運

用の視点」、運用方針図及び運用方針を示す「土地利用の運用方針」、本方針に基づく運用

の進め方及びロードマップを示す「土地利用方針の実現に向けて」により構成します。 

 

＜本方針の構成＞ 

目的 
 第１章 目的と位置づけ 

 本方針の策定の背景や目的、位置づけを示しています。 

   

基本

方針 

 第２章 土地利用の基本方針 

 土地利用計画制度の運用方針までに至る浜松市都市計画マスタープランの

土地利用に関する主要な現状・課題、土地利用に関する方針などを示してい

ます。 

   

運用

方針 

 第３章 土地利用の運用方針 

 浜松市都市計画マスタープランの長期的な展望に立った都市計画の理念、

目標、方針等を実現するための土地利用の運用の視点、運用方針図及び運用

方針を示しています。 

   

方針 

実現 

 第４章 土地利用方針の実現に向けて 

 本方針に基づく土地利用計画制度の運用の進め方や、取組を時系列にまと

めたロードマップを示しています。 
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第２章 土地利用の基本方針 

１ 都市計画マスタープランの土地利用の現状・課題 
  

 浜松市都市計画マスタープランでは、土地利用に関する主要な現状・課題を以下のとおり

整理しています。 

 

 （１）人口 

本市は既に人口減少社会を迎えているものの、2005 年から 2015 年にかけて、市街化区域では

人口減少が進行し、人口密度が低下している一方で、市街化調整区域では人口増加するなど、都市の

外延的拡大、都市の空洞化、都市のスポンジ化が進行しています。コンパクトで持続可能な都市の実

現のためには、市街化区域の人口密度の維持・向上と市街化調整区域の住宅開発の抑制に向けた適正

な土地利用が必要です。 

  
資料：H27までは国勢調査、R2以降は国立社会保障 

・人口問題研究所資料を基に作成 

資料：国勢調査（H17･22･27）を基に作成 

    総人口の推移   区域区分別人口の増減 
 

 

 （2）土地利用 

市街化調整区域では、依然として開発が多く、都市的土地利用（住宅・商業・工業用地など）が増

加しています。また、市街化区域の工業系用途地域内では、工業用地が減少する一方で商業用地や住

宅用地が増加するなど、産業の空洞化、都市機能や居住の集積が進行しています。 

産業活力の維持・向上、コンパクトな都市づくり、都心の再生のためには、市街化調整区域の無秩

序な都市的土地利用の抑制、工業系用途地域の工業用地の確保など、適正な土地利用が必要です。 

 

 

資料：都市計画基礎調査（H19･24･27）を基に作成 資料：都市計画基礎調査（H19･24･27）を基に作成 

 市街化調整区域の土地利用の推移  工業系用途地域の土地利用の推移 
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（3）都心 

市街化区域郊外部や市街化調整区域における大規模集客施設やロードサイドショップの立地に伴

い、中心市街地の売り場面積のシェアが減少しています。 

都心の再生のためには、商業をはじめとする都市機能の無秩序な拡散の抑制とともに、都心への高

次都市機能の誘導に向けた土地利用が必要です。 

資料：商業統計調査、経済センサス活動調査を

基に作成 

資料：全国大型小売店総覧（2019年版）を基に作成 

 浜松市全域と中心市街地の 

売り場面積の推移 

 大型ショッピングセンターの立地状況 

（10,000 ㎡以上） 
 

 

（4）防災 

本市における時間雨量 50 ㎜以上の短時間強雨の発生回数は増加傾向にあります。また、近年、全国各地で局

地的大雨、台風などによる水害が頻発化・激甚化しています。 

持続可能で安心・安全な都市の実現のためには、コンパクトな都市づくりとの連携とグリーンインフラの活用

の観点のもと、災害リスクを考慮した適正な土地利用が必要です。 

 
資料：気象庁HPを基に作成                 

  短時間強雨（時間雨量 50mm 以上）の発生回数 
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２ 都市計画マスタープランの土地利用の方針 
  

 こうした本市の現況・課題に対応するため、浜松市都市計画マスタープランでは、土地利

用に関する方針を以下のとおり整理することにより、土地利用の基本方針として定めてい

ます。 

（1）都市計画の目標 

○コンパクトで暮らしやすい持続可能な都市づくり 

○多様な産業・資源を活かした都市活力の持続・向上を支える都市づくり 

○創造都市の顔である都心再生に向けた都市づくり 

○自然環境の保全・創出と環境負荷の小さな都市づくり 

○安全・安心な災害に強い都市づくり 
 

 （2）将来都市構造 

拠点ネットワーク型都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹的な公共交通沿線に都市機能が集積した複数の拠点が形成され、その拠点と公共交通を

中心に都市が集約されるとともに、拠点間が公共交通を基本として有機的に連携されたコンパ

クトな都市構造 

(14)



 
 

第２章 土地利用の基本方針 

 

6 

 

（3）分野別の方針（土地利用） 

＜基本的な考え方＞ 

○公共交通と連携したコンパクトでメリハリのある土地利用 

市民の日常生活に必要なサービスや、これまで以上に質の高い暮らしが持続的に確保されるよ

う、拠点ネットワーク型都市構造への転換を図ります。このため、市街地の拡大や市街地外の無秩

序な都市的土地利用の抑制と、市街地の拠点や公共交通沿線への都市機能と居住の誘導など、公共

交通と連携した土地利用を推進するとともに、公共投資の優先化により、コンパクトでメリハリの

ある土地利用を計画的に進めます。 

 

○多様な地域に応じた暮らしや都市活力を支える土地利用 

都心から中山間地まで多彩な基盤を活かし、市民の豊かな暮らしや都市活力を支える土地利用を

適正かつ計画的に誘導します。 

 

＜土地利用の基本方針＞ 

○コンパクトな都市づくりのための土地利用 

○都心や各拠点の役割と地域特性に応じた都市機能の集積のための土地利用 

○地域の暮らしに応じた良好な居住環境の形成に向けた土地利用 

○既存工業地の維持・再生と産業拠点の形成に向けた土地利用 

○自然環境・農地の保全と都市のコンパクト化の推進に向けた土地利用 

 

（4）分野別の方針（みどり） 

＜基本的な考え方＞ 

○量と質に着目したみどりの保全・創出と活用 

みどりの持つ多様な機能がグリーンインフラとして都市づくりに最大限発揮されるよう、高次都

市機能が集積した都心から森林に囲まれた中山間地まで、地域の暮らしに応じたみどりの保全・創

出と、地域特性や市民の多様なニーズに柔軟に対応した活用について、量と質に着目した取組を推

進します。 

都市全体では、みどりによる市街地外の無秩序な都市化の防止や、都心の潤いと賑わいのある空

間創出など、コンパクトな都市づくりと連携したみどりの保全・創出の取組を推進します。 

 

（5）分野別の方針（景観・歴史的風致） 

＜基本的な考え方＞ 

○地域特性に応じた個性と魅力ある景観の形成 

地域特性に応じた特色ある景観を守り、育て、創り、次代へ継承するとともに、都市全体の一体

感を演出することにより、市民や観光客など、誰もが心地よさを感じられる個性と魅力ある景観を

形成します。 

○歴史的風致の維持・向上による魅力ある都市の形成 

本市には歴史的建造物と祭礼行事・生業など人々の営みが一体となって形成された都市環境があ

ります。これらの歴史的風致の維持・向上を図ることにより、歴史・文化を活かした個性と魅力あ

る都市を形成します。 

 

（6）分野別の方針（都市防災） 

＜基本的な考え方＞ 

○災害に強い都市づくりの推進 

いかなる大規模自然災害が発生しても市民の生命や財産、公共施設などに致命的な被害を負わ

ず、また、迅速に復旧・復興ができるよう、「防災」「減災」「備え」の観点から、ハード・ソフトの

対策を適切に組み合わせた総合的な取組により、災害に強い都市づくりを推進します。その際、コ

ンパクトな都市づくりとの連携とグリーンインフラの活用により、効果的・効率的な都市づくりを

推進します。 
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第３章 土地利用の運用方針 

１ 土地利用の運用の視点 
  

土地利用計画制度の運用は、本方針の目的や位置づけで示したとおり、都市計画マスター

プランに即して行うものですが、都市計画マスタープランの長期的な展望に立った都市計

画の理念、目標、方針等を実現するためには、地域の実情を踏まえた段階的な運用や、地域

特性に応じたよりきめ細やかな運用が必要です。 

そこで、運用の視点の設定にあたっては、用途地域などの土地利用計画制度の運用の趣旨

や基本的な考え方から基本事項を整理するとともに、浜松市都市計画マスタープランの分

野別の方針のうち、土地利用計画制度の運用に関係する分野の基本的な考え方から重点事

項を整理しました。 

＜都市計画マスタープランと運用の視点の関係＞ 

都市計画運用方針＜国土

交通省＞ 

（土地利用計画制度の運

用の基本的な考え方） 

 運用の視点（基本事項） 
  

 視点①都市計画マスタープランで示す都市を実現する視点 

 都市計画マスタープランで示す目指すべき将来都市構造等を実現

するため、都市計画マスタープランに即し、都市全体にわたる総合

性・一体性の観点から土地利用の運用を行います。 
  

 視点②土地利用の状況や将来の動向等を踏まえる視点 

 道路、公園、下水道などの都市基盤整備や土地利用の状況、将来の

人口動態、周辺環境の影響などを踏まえた適正な運用を行います。 
  

 視点③地域特性に応じてきめ細やかに運用する視点 

 都市を一体とした土地利用の観点に加えて、地域の実情に応じた

きめ細やかな土地利用を実現する観点から運用を行います。 

   

都市計画マスタープラン 

（土地利用に関する基本

的な考え方） 

 
運用の視点（重点事項） 

   

○ 公共交通と連携したコ

ンパクトでメリハリの

ある土地利用 

 視点④公共交通と連携して地域の暮らしに応じたメリハリを持たせる視点 

 拠点ネットワーク型都市構造の実現に向けて、公共交通の利便性

や地域の暮らしに応じて、コンパクトでメリハリのある土地利用の

運用を行います。 
   

○ 多様な地域に応じた暮

らしや都市活力を支え

る土地利用 

 視点⑤都市活力を支える視点 

 都市活力の持続・向上のため、既存工業地の維持・再生、市街地外

の自然環境と農地の保全を優先した適正かつ計画的な土地利用の運

用、観光資源を活かした土地利用の運用を行います。 
   

○ 量と質に着目したみど

りの保全・創出と活用 

 視点⑥グリーンインフラとしての活用と災害リスクを踏まえる視点 

 災害に強く、安全・安心な質の高い都市の実現に向けて、グリーン

インフラとしてのみどりの多様な機能の活用と災害リスクを踏まえ

た土地利用の運用を行います。 

 

○ 災害に強い都市づくり

の推進 
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2 土地利用の運用方針図 
  

都市計画マスタープランや運用の視点に基づき、土地利用計画制度の適切な運用を進め

るため、前節で整理した６つの視点から方針図を構成するための考え方を整理し、本方針

における土地利用の運用方針図を定めます。 

 

＜方針図を構成するための考え方＞ 

１ 都市計画マスタープランを基本とする 

都市計画マスタープランの土地利用方針図を基本とした土地利用区分とし、都市計画マスタープラ

ンに示す目指すべき将来都市構造を実現するための土地利用の運用を行います。 

 

２ 周辺環境等を踏まえて区分する 

「歩いて暮らせる居住地（居住誘導区域）」のうち、「住工複合居住地」を区分し、防衛施設の近接

性などの周辺環境の影響や、住工の共存する土地利用状況等を踏まえた土地利用の運用を行います。 

 

３ 拠点の階層性に応じた都市機能の集積を図る 

拠点ネットワーク型都市構造の実現、都心の賑わい再生に向けて、都心や各拠点、居住地、集落地

において役割分担と地域特性に応じた都市機能の集積を図るための商業系土地利用の運用を行いま

す。 

 このため、市街地では、都心や各拠点、居住地の沿道地域など、それぞれの役割に応じたサービス

が提供されるよう、拠点の階層性に応じた都市機能の集積を図る運用を行います。 

また、市街地外では、集落としてふさわしい生活サービスを維持されるよう、無秩序な都市機能の

拡散を抑制するとともに、集落拠点形成に向けた土地利用の運用を行います。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 公共交通の利便性や都市機能の近接性に応じて区分する 

拠点ネットワーク型都市構造の実現に向けて、都市全体にわたり、公共交通の利便性や都市機能の

近接性に応じてコンパクトでメリハリのある住居系土地利用の運用を行います。 

このため、市街地では「歩いて暮らせる居住地」において、公共交通利便性の特に高い鉄道沿線と

都心及びその周辺において共同住宅などの高度利用を図る「高度利用居住地」と、その他公共交通沿

線において共同住宅と戸建て住宅が共存する「一般居住地」に区分し、都市基盤整備の状況等を考慮

しつつ、公共交通の利便性に応じて居住の集積を高める運用を行います。 

市街地外では、既存集落が広範囲に分布している状況を踏まえて、本格化する人口減少に対応して

コンパクトでメリハリのある土地利用を推進するため、段階的に居住の集約・縮小を図る運用を行い

都市機能の集積を図る運用イメージ 

(17)
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ます。 

そこで、当面においては、現在の大規模な既存集落がある「集落地」と、都市活力の持続・向上の

ための市街地外の自然環境と農地の保全を優先しつつ、適正かつ計画的な土地利用を図る「自然・産

業地」に区分し、無秩序な居住の拡散を防止しつつ、集落地としてふさわしい居住を誘導します。 

また、本格化する人口減少下においても集落のコミュニティ維持が図られるよう、「拠点間を結ぶ

公共交通沿線」などを中心に集約を図る運用を行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 工業・流通業務施設や観光施設の適正な立地誘導を図る地区を配置する 

＜工業系土地利用＞ 

拠点ネットワーク型都市構造の実現、本市の発展を支えてきたものづくりをはじめとする産業活力

の維持・向上に向けて、既存工業地の維持・再生や自然環境と農地の保全を優先しつつ、交通利便性

を活かした工業系土地利用の運用を行います。 

 このため、工業地では、職住近接や既存の操業環境・都市基盤の活用による効率性を活かし、既存

工業地の維持・再生を図るための土地利用の運用を行います。 

自然・産業地では、無秩序な都市的土地利用を抑制し、良好な自然環境・農地の保全を最優先とす

ることを基本とします。産業拠点など広域自動車交通の利便性が高い地区へ集約化が図られるよう土

地利用の運用を維持しつつ、産業の動向及びそれに必要な土地の需要に応じた新規工業地の整備に合

わせて暫定的な土地利用運用の適正化を図ります。 

 

＜観光系土地利用＞ 

観光交流の促進に向けて、「観光施設立地誘導地区」を配置し、豊かな自然環境・景観の保全を最

優先としつつ、浜名湖などの観光・レクリエーション機能を活かした観光系土地利用の運用を行いま

す。 

 

６ グリーンインフラとしてのみどりの保全・活用を図る地域を配置する 

グリーンインフラとしてのみどりの多様な機能を活用するため、「みどりの保全地区」を配置し、

積極的なみどりの保全・活用を図ります。 

 

７ 災害リスクを踏まえて都市機能や居住を誘導する 

安全・安心なコンパクトな都市の実現に向けて、都市機能を誘導する拠点や居住を誘導・集約する

居住地、集落地では災害リスクを踏まえた土地利用の運用を行います。 

 

  

居住の集約を図る運用のイメージ 

※ 都市計画マスタープランで示す目指すべき将来都市構造（拠点ネットワーク型都市構造）の実現に向けて、目標年次であ

る 2045 年の将来イメージを表現したものです。 
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＜方針図を構成するための考え方＞ 

１ 都市計画マスタープランを基本とする 

２ 周辺環境等を配慮して区分する 

３ 拠点の階層性に応じた都市機能の集積を図る 

４ 公共交通の利便性や都市機能の近接性に応じて区分する 

５ 工業・流通業務施設や観光施設の適正な立地誘導を図る地区を配置する 

６ グリーンインフラとしてのみどりの保全・活用を図る地域を配置する 

７ 災害リスクを踏まえて都市機能と居住を誘導する 

 

 

＜考え方と方針図の関係＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

都心及びその周辺や、拠点間を結ぶ公共交通沿線のうち公共交通の利便性が特に高く、
都心と連続して市街地を形成する地域において、中高層住宅を主体とした良好な居住環
境を形成する居住地

拠点間を結ぶ公共交通沿線において、地域特性に応じて中層の共同住宅と戸建住宅が適
切に共存した良好な居住環境を形成する居住地

拠点間を結ぶ公共交通沿線のうち、環境の悪化をもたらすおそれのない工場の操業環境
と利便性の高い居住環境が調和した職住近接型の居住地

戸建住宅を主体とした自然環境と調和のとれたゆとりある居住環境を形成する居住地

土地利用

転換計画地区

新たな産業活力の創出や地域活性化の視点から計画的かつ適正な土地利用への転換を図
る地区

工業地 既存の工業の維持・再生や新たな産業の集積を図るための工業地を形成する地域

災害リスク等を踏まえつつ、自然環境や農地と調和した地域コミュニティの維持を図る
集落地域

農業と工業が両立した産業活力の持続・向上を図るため、自然環境と農業の保全と最優
先としつつ、ものづくり産業の適正な土地利用を図る地域

工業・流通業務

立地誘導地区

産業拠点など広域自動車交通の利便性が高い地区において、自然環境と農地の保全との
バランスなどを勘案し、工業・流通業務施設の立地誘導を図る地区

観光施設

立地誘導地区

豊かな自然資源・景観の保全を最優先としつつ、浜名湖などの観光資源の活かして観光
施設の適正な立地誘導を図る地区

都心
創造都市の顔であり、西遠都市圏や市域をけん引する中心として、多様な高次都市機能
を集積する拠点

副都心 都心を補完する多様な都市機能を集積する拠点

地域拠点 地域の中心として、一定の都市的サービスが提供できる都市機能を集積する拠点

主要生活拠点 市民の身近な生活サービスを提供できる都市機能を集積する拠点

生活拠点
日常生活に欠かすこのできない身近な生活サービスを提供できる都市機能を集積する拠
点

産業拠点
ものづくり産業を中心として、新たな価値や産業の創出につなげるための産業を集積す
る拠点

観光拠点 浜名湖を中心とした観光資源を活かして、広域圏を対象とした観光施設を集積する拠点

み

ど

り

グリーンインフラとしてのみどりの多様な機能が発揮されるよう、まとまりのある緑を
連続的・一体的に保全する地区

都市計画マスタープラン
（土地利用区分と拠点）

土地利用方針
（土地利用区分と拠点・解説）

市
街
地

歩いて暮らせる
居住地

高度利用居住地

一般居住地

住工複合居住地

周辺居住地

周辺居住地

工業地

市
街
地
外

市街地外

集落地

 自然・産業地

みどりの保全地区

拠
点

都心

副都心

地域拠点

主要生活拠点

生活拠点

産業拠点

観光拠点
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＜土地利用の運用方針図＞ 
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３ 土地利用計画制度の運用方針 
  

土地利用計画制度の運用方針は、前節の視点を踏まえ、都市計画マスタープランに示す土

地利用の基本方針に従って、以下の５つの方針を示します。 

 

 

○都市計画マスタープランに示す土地利用の基本方針 

方針１ コンパクトな都市づくりのための土地利用 

方針２ 都心や各拠点の役割と地域特性に応じた都市機能の集積のための土地利用 

方針３ 地域の暮らしに応じた良好な居住環境の形成に向けた土地利用 

方針４ 既存工業地の維持・再生と産業拠点の形成に向けた土地利用 

方針５ 自然環境・農地の保全と都市のコンパクト化の推進に向けた土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 コンパクトな都市づくりのための運用方針 

＜区域区分の運用方針＞ 

   

2 
 都心や各拠点の役割と地域特性に応じた都市機能の集積のための運用方針 

＜市街地の商業・業務系土地利用の運用方針＞ 

   

3 
 地域の暮らしに応じた良好な居住環境の形成に向けた運用方針 

＜市街地の住居系土地利用の運用方針＞ 

   

4 
 既存工業地の維持・再生と産業拠点の形成に向けた運用方針 

＜市街地の工業系土地利用の運用方針＞ 

   

5 
 自然環境・農地の保全と都市のコンパクト化の推進に向けた運用方針 

＜市街地外の運用方針＞ 

 

  

視点① 都市計画マスタープランで示す都市を実現する視点 

視点② 土地利用の状況や将来の動向等を踏まえる視点 

視点③ 地域特性に応じてきめ細やかに運用する視点 

視点④ 公共交通と連携して地域の暮らしに応じたメリハリを持たせる視点 

視点⑤ 都市の個性・魅力や活力の向上を支える視点 

視点⑥ グリーンインフラとしての活用と災害リスクを踏まえる視点 

 

(21)
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（1）コンパクトな都市づくりのための運用方針［区域区分の運用方針］ 

①現状・課題 

区域区分制度により計画的な市街地形成の一定の役割を果たしてきたものの、当初決

定以前からの居住と産業機能の拡散や、これまでの開発許可制度の運用により市街化調

整区域に多くの人口を有する低密度に拡散した都市が形成されています。 

一方で、本市は既に人口減少下にあり、このままでは一定の人口密度に支えられてき

た生活サービスの維持が将来的に困難になる恐れがあるとともに、都市的土地利用の無

秩序な拡散に伴う生活環境・営農環境の悪化や、道路、下水道などの公共施設の維持管

理・更新費の増大が懸念されます。 

また、市街化調整区域では農地や森林などの自然環境が減少し、自然環境が有する雨

水の流出抑制機能等の低下が懸念されるとともに、気候変動等により近年増加している

水災害の頻発化・激甚化の懸念が高まっています。 

 

②運用方針 

コンパクトでメリハリのある土地利用

の推進、計画的な都市基盤整備による良

好な市街地の形成、安全・安心な都市の形

成、グリーンインフラとしての自然環境

と農地の保全・活用などのため、引き続き

区域区分を堅持し、以下の考え方のもと

で制度運用を進めます。 

１）市街化区域から市街化調整区域への編入 

   市街地外に拡散した居住を市街地に人口を誘導する考え方のもと、原則、現在の

市街化区域の規模を維持します。 

なお、災害発生のおそれのある土地の区域については、浜松市立地適正化計画に

おける防災指針（浜松市防災都市づくり計画）において災害リスク等の評価を行い、

市街化調整区域への編入を必要に応じて検討します。 

 

２）市街化調整区域から市街化区域への編入 

   コンパクトな都市づくりの推進、グリーンインフラとしての機能を有する自然環

境・農地の保全のため、原則、市街化調整区域から市街化区域への編入は行わない

ものとします。 

   ただし、将来の人口や産業の動向及びそれに必要な土地の需要の適切な見通しな

どを総合的に勘案した中で、拠点ネットワーク型都市構造の実現に資する位置に限

定して、必要に応じて検討します。 

 

  

(22)
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（2）都心や各拠点の役割と地域特性に応じた都市機能の集積のための運用方針 

［市街地の商業・業務系土地利用の運用方針］ 

①現状・課題 

工業地や郊外部のロードサイドにおける商業集積、拠点等における大規模集客施設の

立地、各地における用途制限を超える機能が一体となった集客施設の複数棟の立地な

ど、拠点や地域の役割を超える過度な都市機能の集積や無秩序な拡散が進むことにより

都心や都市構造に影響を及ぼしています。 

都心では、街区・敷地の規模や区画道路の構造が不十分なため土地の高度利用・有効

活用が図りにくい状況にあります。また、近年、共同住宅等の用途に供する建築物が増

加傾向にあり、このまま都市機能を伴わない過度な居住の誘導が進むと更なる都市機能

の低下、賑わいの喪失が懸念されるとともに、将来的な土地利用転換が困難となる恐れ

があります。 

 

②運用方針 

＜市街地全体＞ 

無秩序な都市機能の拡散を抑制し、

都心や拠点などへの役割分担や地域

特性に応じた都市機能の集積を図る

ための適切な制度運用を進めます。 

用途地域は、拠点ネットワーク型都

市構造を実現するための都市機能の適

正な配置と密度構成の観点から定めるとともに、中長期においては、特別用途地区など

を組み合わせることにより、市街地全体にわたる商業施設の配置・規模の適正化を図り

ます。 

誘導施策として、特定用途誘導地区を定めることにより、都心や各拠点への都市機能

の誘導を図るとともに、公共貢献に応じた容積率緩和制度の運用方針を定め、地域特性

に応じて敷地集約化・大街区化の促進、良好な都市空間の創出、都市機能等を備えた良

質な民間都市開発の誘導などが図られるよう制度運用を進めます。 

 

＜都心＞ 

都心としてふさわしい多様な高次都市機能を集積するため、用途地域は都心内の各ゾ

ーンの特性に応じて適切な容積率を指定するとともに、特定用途誘導地区、特別用途地

区等を活用して都市機能を主とした機能集積を図るための制度運用を進めます。 

 

＜その他の地域＞ 

旧来の自動車交通を主体とした土地利用計画をもとに定めた近隣商業地域は、公共交

通を主体とした拠点ネットワーク型都市構造の土地利用計画との整合を図るため、用途

地域の必要な見直しを行います。 

(23)
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（3）地域の暮らしに応じた良好な居住環境の形成に向けた運用方針 

［市街地の住居系土地利用の運用方針］ 

①現状・課題 

人口減少下にあって市街地や歩いて暮らせる居住地では人口が減少に転じ空き家が

増加する一方で、周辺居住地や工業地では人口が増加し、住宅及び共同住宅が増加する

など、都市の空洞化、低密度化、スポンジ化が進行しています。このまま人口が減少し

居住の低密度化が進行すれば、一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支

援・商業等の生活サービスの提供が将来困難になる恐れがあります。 

また、歩いて暮らせる居住地及び周辺居住地の第 1 種住居地域では住工が混在する状

況にあり、騒音などの環境問題が依然として生じています。 

 

②運用方針 

＜市街地全体＞ 

本格化する人口減少に対応し、都

市全体にわたるコンパクトでメリハ

リのある土地利用を推進するため、

市街地外の居住の集約・縮小と連動

しながら、各居住地としてふさわし

い居住の誘導が図られるよう段階的

な制度運用を進めます。 

用途地域は、居住地区分を基本として市街地全体の適正な配置と密度構成の観点から

設定するとともに、高度地区や特別用途地区などを併せて定めることにより、市街地全

体にわたる居住のメリハリ化、地域特性に応じた良好な居住環境の形成を進めます。 

 

＜高度利用居住地＞ 

高い公共交通の利便性や都心の都市機能との近接性を活かした中高層住宅を主体と

した良好な居住環境を形成するための制度運用を進めます。 

用途地域は、現在の指定を当面維持しつつ、都市基盤整備の状況に応じて土地の高度

利用・有効活用が図られるよう必要な見直しを検討します。容積率・建ぺい率は、都市

基盤整備の状況に応じて中密度から高密度の住居系土地利用を誘導するための指定を

行います。 

 

＜周辺居住地＞ 

戸建住宅を主体とした自然環境と調和のとれたゆとりある居住環境の形成を図る地

域としてふさわしい居住を誘導するための制度運用を進めます。 

そこで、中長期的には、低密度な住居系土地利用を誘導するため、低層住居専用地域

等への用途地域の変更や高度地区による高さの最高限度の設定など、必要な制度の見直

しを行います。 

(24)
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（4）既存工業地の維持・再生と産業拠点の形成に向けた運用方針 

［市街地の工業系土地利用の運用方針］ 

①現状・課題 

工業地域及び準工業地域では、新たに立地した住宅や商業施設との環境摩擦により既

存工場が転出し、産業の空洞化を招くとともに、工場跡地では住宅・共同住宅、集客施

設への用途転換が急激に進んでいます。 

工業地域及び準工業地域における住宅地化・商業地化は、市街地では都市機能と居住

の拡散を招き、都心や都市構造に影響を及ぼすとともに、中でも工業地では工業地とし

ての都市施設の計画を超える交通量の集中による交通渋滞の発生や、新たに立地した住

宅との騒音等の環境問題の発生、それらに伴う既存工場の操業環境の悪化など、周辺環

境に影響を及ぼしています。 

 

②運用方針 

＜工業地全体＞ 

工業地では、本市の発展を支えてきたも

のづくり産業の持続・向上を図るため、も

のづくりを中心とする既存の工業の維持・

再生や新たな産業の集積を図ることを基

本とした制度運用を進めます。 

用途地域は、総合的な土地利用計画のも

と、工業生産活動の増進、公害発生の防止、

住宅の混在などを勘案した中で、工業専用地域、工業地域又は準工業地域の用途地域と

容積率・建ぺい率を適切に定めます。 

○工業専用地域 

良好な操業環境が引き続き確保されるよう、当面は、現在の用途地域と容積率・建

ぺい率の指定を維持するとともに、特別用途地区を活用し、将来的な商業地化を防止

するための制度運用を進めます。 

新たに計画的に整備する工業地は、住居専用地域との隣接に配慮しつつ、工業専用

地域を定めることを基本とします。 

 

○工業地域・準工業地域 

当面は、現在の用途地域と容積率・建ぺい率を基本的に維持するとともに、特別用

途地区を活用し、各地区の既存工場の立地等の土地利用状況等に応じて住宅地化、商

業地化に対応するための適切な制度運用を進めます。 

ただし、主要生活拠点の鉄道駅周辺地区については、既存工場の立地等の土地利用

状況等を踏まえて、拠点ネットワーク型都市構造の実現の観点から、商業系又は住居

系用途地域への変更について検討を行います。 
 

(25)
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（5）自然環境・農地の保全と都市のコンパクト化の推進に向けた運用方針 

［市街地外の土地利用の運用方針］ 

①全般 

１）現状・課題 

市街化調整区域ではこれまでの制度運用により、本市が人口減少に転じて以降も、

都市的土地利用の無秩序な拡散が進行し、自然環境・農地の減少、住工混在による生

活環境や営農環境の悪化、後追い的で非効率な公共投資が生じるとともに、市街化区

域では都市の空洞化、スポンジ化が進行しています。 

 

２）運用方針 

本格化する人口減少に対応した都市全体にわたるコンパクトでメリハリのある土

地利用を推進するため、自然環境・農地の保全、良好な環境の確保、効率的な都市経

営等の観点を踏まえて、市街地外における更なる都市的土地利用を抑制するととも

に、拡散・拡大した都市的土地利用を段階的に公共交通沿線などに集約・縮小が図ら

れるよう、土地利用区分に応じた適切な制度運用を進めます。 

そこで、住民発意による申出制度については、市街化区域のみで運用することとし、

関連する条例については必要な見直しを行います。 

 

②商業・業務系土地利用 

１）現状・課題 

これまでの本市の運用により、広域の住民が利用する幹線道路の沿道地域に飲食店

や大規模小売店舗などが集積し、市街化調整区域でロードサイドショップの集積地が

形成されています。さらに、公共公益施設は、市街化区域に近接・隣接する地域への

立地が散見されます。 

このような市街化調整区域における無秩序な都市機能の拡散が進行することによ

り、都心や都市構造に影響を及ぼすとともに、このまま市街化調整区域に都市機能の

拡散が進行したまま人口が減少すれば、市街化調整区域においても集落の身近な生活

サービスやコミュニティの維持が将来困難になる恐れがあります。 

 

２）運用方針 

市街地外における無秩序な都市機能の拡散を防止しするとともに、集落地に必要な

生活サービスが維持されるよう、都心や拠点などへの役割や機能分担に応じた都市機

能の誘導を図るための制度運用を段階的に進めます。 

このため、当面は、一定規模以上の集客施設の新規立地を防止するため、線引き前 

宅地の利用による新規立地に関する運用を見直します。中長期においては、飲食店を

中心としたロードサイドショップの集積、集客施設の立地、市街地の近接・隣接地に

おける公共公益施設の立地などの課題に対応するための見直しを検討します。 

 

(26)
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③住居系土地利用 

１）現状・課題 

現在の人口減少下にあっても市街化調整区域で住宅用地が増加しており、集落制度

を運用している市街地縁辺集落エリア、大規模既存集落エリアをはじめ、大規模既存

集落エリア外においても線引き前宅地制度や分家住宅制度などにより戸建住宅、共同

住宅の建築ができること等に起因しています。 

また、市街地縁辺集落制度では、申請者の要件を問わないことに加え、共同住宅や

長屋住宅が建築可能であることから、市街化区域からの転入がみられます。 

これにより、市街化調整区域では全域にわたる居住の拡散による自然環境や農地の

減少、インフラ投資の効率の低下が生じる一方で、市街化区域では人口の減少、空き

家・空き地の発生など、都市の外延的拡大、空洞化が進行しています。 

 

２）運用方針 

本格化する人口減少に対応してコンパクトでメリハリのある土地利用を推進する

ため、中長期にかけて段階的に公共交通の利便性の高いエリアなどを中心に居住の集

約を図るための制度運用を進めます。 

 

＜集落地＞ 

    コンパクトでメリハリのある土地利用を推進するため、地域コミュニティの維持を

考慮しつつ、集落としてふさわしいやすらぎのある生活環境が確保されるよう、中長

期にかけて段階的に公共交通の利便性の高いエリアなどを中心に居住の集約を図る

ための制度運用を進めます。 

    このため、当面は、現在の大規模既存集落の区域を集落地とし、人口減少化におい

ても集落地内の地域コミュニティの維持を図るため、市街地縁辺集落制度、大規模既

存集落制度、承継制度等を見直し、集落地へ居住を集約します。 

    中長期においては、拠点ネットワーク型都市構造の実現に向けて、本格化する人口

減少への対応などの観点から、市街地外における居住の拡散防止、公共交通の利便性

の高いエリアなどを中心に居住の集約が図られるよう、集落制度等の必要な見直しを

検討します。 

(27)



 
 

第３章 土地利用の運用方針 

 

19 

 

＜自然・産業地＞ 

自然環境・農地の保全を最優先とし、地域に応じた良好な営農環境とその営みを支

える生活環境を確保するため、居住の拡散を防止するための制度運用を進めます。 

このため、当面は許可宅地の宅地分譲の廃止を踏まえた見直しを行うとともに、中

長期では居住の拡散の要因となっている集落制度などの各種制度と合わせて段階的

に土地利用のゾーニングに応じた適切な運用の見直しを検討します。また、集落制度

の見直しと併せて居住の更なる拡散や空き家の発生、営農環境の悪化等の課題に対応

した運用の見直しを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④工業系土地利用 

１）現状・課題 

本市では区域区分の決定前から広範囲に工場が立地し、現在においても市外への企

業流出防止や新規企業誘致のために、これまでの制度運用を進めてきたため、多くの

工場が市街化調整区域に立地し、現在も増加しています。 

こうした運用により、近年、減少傾向にあった製造業出荷額等が増加に転じるなど、

産業活力の維持・向上に貢献している一方で、工場等の立地の増加に伴う自然環境や

農地の減少、工場等が無秩序に立地することに伴う住工混在による生活環境や工場等

の操業環境の悪化、騒音等の環境問題などの周辺環境への影響、インフラ投資の効率

の低下、といった新たな都市課題が生じています。 

    

２）運用方針 

拠点ネットワーク型都市構造の実現、本市の発展を支えてきたものづくりをはじめ

とする産業活力の維持・向上を図るため、市街地の既存工業地の維持・再生や市街地

外の自然環境と農地の保全を最優先としつつ、産業拠点などの広域自動車交通の利便

性を活かしながら、中長期にかけて段階的に産業機能の拡散防止・集約化が図られる

よう、適切な制度運用を進めます。 

   その際、工場等が無秩序に混在することにより生じる環境問題に対応するため、ゾ

ーニングの考え方に基づき適切な土地利用コントロールを行い、それぞれの地域特性

に応じた営農環境・生活環境・操業環境を確保します。 

(28)
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＜自然・産業地＞ 

    工業・流通業務立地誘導地区では、当面は、企業立地の需要に対応して工場や流通

業務施設の立地を許容する現在の暫定的な運用を維持しますが、中長期においては、

工場立地の需要に対応した新規工業地の整備に合わせて、段階的に制度の見直しを検

討します。 

    工業・流通業務立地誘導地区外では、当面は市外への企業流出防止や新規企業誘致

の暫定的な措置としてやむを得ないものに限り、工業等の立地を許可する現在の運用

を維持するとともに、中長期においては、無秩序な産業機能の拡散に伴う周辺環境へ

の影響やインフラ投資の効率の低下等を踏まえて、産業拠点などの広域自動車交通の

利便性の高い地区への集約化が図られるよう制度の見直しを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤その他の土地利用（自然環境や農地の保全、災害の防止等） 

１）現状・課題 

みどりには二酸化炭素の吸収やヒートアイランド現象の緩和などの環境保全機能、

生物の生息・生育環境の形成機能、雨水浸透や洪水調整などの保水機能、市民の身近

な遊び場となるレクリエーションといった多様な機能を有しています。気候変動への

対応や生物多様性の確保、環境面での SDGｓへの適合など地球規模の課題について

も都市が率先し対応することが求められている中で、グリーンインフラとして多様な

機能を有しているみどりの確保が必要となっています。一方で、本市の市街化調整区

域では開発により自然環境や農地は年々減少しており、みどりの持つ多様な機能の低

下が懸念されます。 

近年、気象変動等による自然災害の頻発化・激甚化により、全国各地で甚大な被害

が発生しています。本市においても、2022（令和 4）年 9 月の台風 15 号等による

豪雨により市内各地で被害が発生するなど、今後更なる災害の発生の懸念が高まって

います。 

 

２）運用方針 

グリーンインフラとしてみどりの持つ多様な機能が発揮されるよう、無秩序な都市

(29)
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的土地利用を抑制するとともに、ゾーニングに応じた適切な土地利用コントロールの

もと、地域に応じた自然環境と農地の保全を図るための制度運用を進めます。 

   また、安全・安心な都市を形成するため、コンパクトな都市づくりとの連携、グリ

ーンインフラの活用の考え方を踏まえて、事前防災として災害リスクの高いエリアに

おける被害の最小化・回避するための制度運用を進めます。 

 

   ＜開発許可制度＞ 

    市街地外における無秩序な開発を抑制するとともに、優良農地をはじめ、優れた自

然景観の維持、水源涵養、保安林など土砂流出防止のための土地を保全するよう制度

運用を進めます。 

 

＜災害ハザードエリア＞ 

災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び

浸水想定区域（洪水、雨水出水又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸

水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる

土地の区域）については、原則、開発行為及び建築行為を制限する現在の運用を維持

します。 

 

  

(30)
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第４章 土地利用方針の実現に向けて 

１ 土地利用の運用の進め方 
  

（１）進行管理 

進行管理は、PDCA サイクルの仕組みに基づき、おおむね５年ごとに調査、分析及び

評価を行うとともに、機動的に土地利用計画制度の見直しを行うことができるよう、毎年、

モニタリングを行います。 

 なお、本方針は、上位計画である浜松市都市計画マスタープランに合わせて、おおむね

10 年ごとに定期見直しを行うことを基本として、5 年ごとの調査、分析及び評価の結果

や、本市を取り巻く社会経済情勢の変化、法改正などを踏まえて、必要に応じて見直しを

行います。 

 

都市計画 

マスター

プラン 

      

土地利用

方針 

 

 

      

      

土地利用

計画制度 

 

 

      

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● 

 2020 年度 

（R2） 

2026 年度 

（R8） 

2030 年度 

（R12） 

2035 年度 

（R17） 

2040 年度 

（R22） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改
定 

改
定 

改
定 

評
価 

Check Plan 

Check 

Check Action 

策
定 

評
価 

Do Do 
Do 

評
価 

変
更 

変
更 

改
定 

Plan 

見
直
し 

Do 

変
更 

変
更 

評
価 
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2 方針実現に向けたロードマップ 

計画的な時間軸の中で段階的な土地利用計画制度の運用に向けて、以下のとおり主な取

組を示したロードマップを定めます。 

なお、本ロードマップは前節で定めた評価やモニタリングの結果を踏まえつつ、取組の早

期実施に努めるとともに、手法の変更などの見直しを行う場合があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(32)



 

 

 

  

(33)



 
 
 

 
 

 

 

浜松市土地利用方針 

令和○年○月 

 

浜松市 都市整備部 都市計画課 

〒430-8652 浜松市中央区元城町 103-2 
TEL 053-457-2371   
FAX 050-3737-6815 
E-mail toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
 

浜松市 都市整備部 土地政策課 

TEL 053-457-2373   
FAX 050-3737-6815 
E-mail tochi@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
 

(34)
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令和７年度第７回中央区協議会 

（南地域分科会） 

 当日配付資料（追加） 
 

 

【４ その他】 

    代表会からの連絡事項について ☞連絡１、連絡２、連絡３ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年 10 月 10 日開催 

中央区協議会 

（南地域分科会） 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和 8 年度区政運営方針の策定について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

〇背景 

区民の皆様とともに地域の課題を解決し、市民サービスの

向上や暮らしやすい地域づくりを進めるために、区長が区政

運営に当たっての基本的な方針、区の取組課題等を区政運営

方針として毎年度公表している。 

令和 6 年度中央区代表会及び各地域分科会において、令和

7 年度から 16 年度までの中長期的な目標である将来像と、

その実現に向けた令和7年度の区政運営に当たっての3つの

基本方針を定めた。 

対象の区協議会 中央区協議会（代表会） 

内  容 

令和 8 年度中央区区政運営方針の策定に当たって、下記事

項について意見を伺うもの。 

詳細は別紙参照。 

 

 １ 令和 8 年度中央区区政運営方針における基本方針 

２ 策定スケジュール 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

〇今後の主な予定 

 別紙参照。 

担当課 中央区区振興課 

 

協議－ア 

連絡１
【令和7年10月7日開催】
 中央区協議会(代表会)資料

　　

- 1 -



- 2 -



 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 追加分のパブリック・コメント(パブコメ)の取扱い結果について 

 

 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

・５月代表会において、令和７年度に予定されているパブコメ案件 

（５件）の取扱い結果を報告済。 

 

・令和７年度の区協議会におけるパブコメに関する運用は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象の区協議会 中央区協議会（中央区代表会） 

内  容 

・新たに追加されたパブコメ案件（１件）について、各地域分科会の 

意向を確認したため、その取扱い結果を報告するもの。 

＜追加のパブコメ案件の概要＞ 

 

 

＜スケジュール＞ 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

            ― 

担当課 中央区区振興課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

パブコメの運用区分 

①原則として、概要版の配付による情報提供を行う。 

ただし、以下②、③の場合は区協議会での説明を行う。 

②パブコメ実施課の判断によって意見を聴取する必要がある場合。 

③区協議会から求められた場合。（ただし、説明は代表会又は地域

分科会のどちらか一方） 

報告－ア 

２月代表会： 

別紙１「フローチャート」により整理することを決定。 

５月代表会：４月までに各地域分科会で意向確認した 

パブコメ案件（５件）の取扱い結果を報告。 

別紙２「一覧表」のとおり。 

10 月代表会：各地域分科会で意向確認した追加分のパブ 

コメ案件（１件）の取扱い結果を報告。 

別紙２「一覧表」のとおり。 

随時：各協議会において、パブコメ実施課による説明又は資

料配付。 

・実施担当課：保健総務課 

・件名：浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画 

 

連絡2【令和7年10月7日開催】
 中央区協議会(代表会)資料

　　

- 1 -



 

- 2 -
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中地域分科会における意見・要望等（令和７年 10月） 

件名 

富塚地区コミュニティ協議会からの要望に対す

る回答について（ゾーン 30 プラスの指定及び地

区内の交通安全対策） 

開催月 令和７年８月 

内容 （趣旨） 

・通り抜け車両が生活道路や子どもたちの通学路に進入し、歩行者の安全確保や交

通事故を防止するため、進入抑制、速度抑制対策が必要である。 

 

（要望内容） 

・富塚地区において、交通安全対策として行政・警察・学校等と連携し協議を進め

てきていることから、速やかにゾーン 30 プラスの指定及びそれに伴う地区内の

交通安全対策について要望するもの。 

 ※交通安全対策を希望する箇所や設置する物理デバイスの概要については別紙

のとおり。 

所管 道路企画課 

回答 

(方針等) 

・ゾーン 30 プラスは、警察による最高速度時速 30 キロの区域規制と、道路管理者 

による物理的デバイスの設置を組み合わせた生活道路エリアの新たな安全対策と 

して、本市でも積極的に推進しており、現在まで市内５地区で設定し、整備が完 

了したところである。 

・富塚地区においても、令和６年度から地域の皆様や学校、警察などの関係機関と 

連携し、エリア設定に向けた取組を進めてきたところである。 

・エリア設定には、エリア内の最高速度時速 30キロの区域規制が確実に実施され 

ることが要件となる。また、国への報告のなかでは、道路管理者が設置する物理 

的デバイス等について、地域の皆様が日頃から感じられている課題だけでなく、 

エリア内の事故発生状況や速度・交通量などのデータに基づく課題に対しても、 

関係者が連携して適切に検討された効果の見込める対策であることが求められ 

る。 

・まずはデータ分析を進め、その分析結果に基づくエリア設定や対策案などについ 

て、引き続き地域の皆様や警察、学校関係者等と協議を重ねながら、富塚地区の 

ゾーン 30プラスのエリア設定に努めていく。 

 

 

 

 

報告－中 
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【令和7年10月7日開催】
　　中央区協議会(代表会)からの連絡事項
　　資料（報告）（中地域）

連絡３
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令和 7年 5月 28 日 

中央区協議会（中地域分科会） 

会長 鈴木 義明 様 

 

富塚地区コミュニティ協議会 会長 井口隆夫 

 

富塚地区のゾーン 30 プラス指定及び地区内の交通安全対策に 

関する要望について 
 

（趣旨） 

・通り抜け車両が生活道路や子どもたちの通学路に進入し、歩行者の安全確保 

や交通事故を防止するため、進入抑制、速度抑制対策が必要である。 

 

（要望内容） 

・ 富塚地区において、交通安全対策として行政・警察・学校等と連携し協議

を進めてまいりました。 

つきましては、速やかにゾーン 30 プラスの指定及びそれに伴う地区内の交

通安全対策について要望するもの。 

※交通安全対策を希望する箇所や設置する物理デバイス、ゾーン 30 プラス

の概要については別紙のとおり。 
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パークタウン中通り歩道と横断歩道段差０化
車椅子横断対応

速度30㎞/hへ変更

スクランブル交差点の横断歩道、
歩行のスムース化

ゾーン30プラス 交通安全対策要望箇所（富塚町中自治会）

時間規制が車に分かりやすいよう路面
に「スクールゾーン」等と標示。路面
にグリーン線

ハンプもしくは物理デバイスを
設置して車道の幅をより狭くする

横断歩道の設置
※道路東側の水路が冠水し、小
学校へ向かう児童が冠水してい
ない西側へ安全に渡るため
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ゾーン30プラス 交通安全対策要望箇所（富塚町西自治会）

イメージハンプ

イメージハンプ

ラバーポール設置

横断歩道

ラバーポール設置

外側線を引いて、路面をグリーン塗装
標識・ハンプの設置
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（中地域分科会）地域課題に係る報告（令和７年 10月） 

件名 

「家庭ごみ」に関すること 

・ごみ・資源物の正しい出し方やごみの減量につ

いて 

開催月 令和７年８月 

内容 

〇背景又は取り上げた理由 

・出せるごみの種類や曜日、分別方法は決まっているが、ルール違反ごみを目にするこ

とが多い。こういったことを少しでも減らすことができればという思いで提案した。 

・ペットボトルの出し方について、他の地域ではどうしているのか。 

・富塚では高齢者のごみ出しが大変、品目によってごみ出しの場所が変わる、回収かご

が重いといった声があがっているため、意見交換をしたい。 
 
〇内容（他の委員又は行政に聞きたいこと） 

委員から提案のあった内容について、グループワークを行った。 

・家庭ごみの出し方で困っていることについて 

・分別の仕方、減量に対しての取組について 

・地元や自治会でのごみ出しの対策や活動について 

・住民や近隣への周知について 

所管 一般廃棄物対策課、高齢者福祉課 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ ごみ集積所の設置を地域に依頼して

いることも含めて、ごみの出し方に関す

る課題・問題の対策を行政も交えて考え

る場を設けていただきたい。 

１ 一般廃棄物対策課では、「環境美化推

進員区会議」や「出前講座」内の質問時

間で、課題・問題の共有や意見交換を行

っている。 

２ 少しでもごみを減らすために、毎週あ

るプラごみの日を1日だけでも資源ごみ

回収の日に変えていただくことはでき

ないのか。 

２ 集積所の用地確保や収集コストの増

加といった課題や自治体やＰＴＡの収

集活動への影響から、当面は既存の回収

体制を維持しつつ、回収場所の周知等を

図ることで、さらなる資源化を推進して

いく。 

３ ごみを回収するためのコンテナが重

いため、高齢者や掃除当番が大変な思い

をしているという意見が出ている。軽い

ものにならないか行政に見直していた

だきたい。 

３ 「かん」「ペットボトル」については、

コンテナより扱い易いネット袋を、ごみ

集積所の利用状況に応じて配布をして

いる。 
  「びん」については、強度や耐久性が

あるコンテナを使用することとしてい

る。現在、強度や耐久性があり、軽量で

扱い易い製品について情報収集してお

り、適合する製品があれば、今後導入を

検討していく。 

地域課題－中 
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【令和7年10月7日開催】
　　中央区協議会（代表会）からの連絡事項
　　地域課題に係る報告事項（中地域）



４ 名古屋市では高齢者世帯や障がいの

ある一人暮らし世帯のごみを家まで回

収しに来てくれる支援事業があるとい

う。高齢化が進むため、ごみの回収に関

する支援を浜松市でも検討していただ

きたい。 

４ 地区社会福祉協議会の「地域たすけ

あい支援事業（家事支援サービス）」の

中で、一部の地域では地域住民やボラ

ンティアの皆様によりごみを集積所ま

で運ぶ取組が行われている。 

  今後も本市にとって最適な方法を、

環境部局、福祉部局が連携し、検討し

ていく。 
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（東地域分科会）地域課題に係る報告（令和７年 10月） 

件名 大雨に対する備えについて 開催月 令和７年８月 

内容 

〇背景又は取り上げた理由 

梅雨の時期や台風による大雨は近年その脅威を増している。この度、東災害ボラ

ンティア連絡会に属し、防災士の資格を持つ東地域分科会委員から大雨に対する備

えとして情報発信があった。防災に係る情報は東地域に限らず広く周知すべきと考

えるため。 

○内容 

８月に開催した東地域分科会の「委員からの発信」の時間において下記のとおり

情報発信があった。 

（情報発信） 

・８月 16 日に天竜区の船明地区において局地的に大雨が降り、浸水被害も発生し

た。大雨が予期せず突発的に降ると、車両を高所に移動させておく等の浸水対策

をとることができない。浸水による車両の故障に備えて、予め車両保険等に加入

しておくことをお勧めしたい。 

・水嚢（すいのう）とブルーシートを使用し屋内への浸水を防ぐ方法がある。水嚢

はホームセンターで購入でき、また給水ポリマーを用いていることから、吸水さ

せるまでは軽量で運搬が容易である。河川の増水に伴う越水や破堤による濁流に

対してはやはり土嚢が有効であるが、水流の比較的緩やかで、かつ発生する可能

性が高い内水氾濫に対しては水嚢も有効である。地域の住民の方々にもぜひ周知

していただきたい。 

所管 危機管理課（東行政センター） 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

（特になし） （特になし） 

 

地域課題－東 
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【令和7年10月7日開催】
　　中央区協議会（代表会）からの連絡事項
　　地域課題に係る報告事項（東地域）
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（西地域分科会）地域課題に係る報告（令和７年 10月） 

件名 防災訓練参加者の減少に歯止めを掛けたい 開催月 令和７年７月 

内容 

 

〇背景 

 防災訓練の参加者が、年々減少している。年３回の防災訓練、津波避難訓練を実

施している（９月、12月、３月）。 

 

＜舞阪町砂町自治会＞過去の地域防災訓練（12月）の参加者数 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

224 人 202 人 196 人 186 人 168 人 141 人 127 人 117 人 82 人 70 人 

 

参加者の減少は「訓練のマンネリ化」、「訓練の PR 不足」、「住民の高齢化」、「新型

コロナウィルス感染症の発生」等が原因と考えられる。 

アンケート結果では、「訓練は気持ちを引き締めるために必要」とご意見がある一

方、「役員のみの訓練で終わっている」といったご意見もあった。 

 

〇他の委員に聞きたいこと 

 住民に防災訓練へ参加していただくために、「訓練内容」、「訓練の案内文」等、工

夫されている自治会（自主防災隊）、または団体があれば教えていただきたい。 

 

〇内容 

 委員同士で情報交換や意見交換などを行った。 

 

所管 危機管理課（西行政センター） 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ 特徴的なものとして、入野町南平の

自主防災隊には、女性隊員のみで組織

する救護部を設けている。年間を通し

て、AED や三角巾の使い方など訓練や

活動を行っている。 

 

 

 

 

１（報告） 

 

地域課題－西 
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【令和7年10月7日開催】
　　中央区協議会（代表会）からの連絡事項
　　地域課題に係る報告事項（西地域）



２ 以前、防災訓練の時間を短縮したと

ころ、参加人数が増えた経験がある。

町全体ではなく、避難場所を５か所設

けて、分散して訓練を行うようにした

ところ、全体の参加率はほぼ 100％に

なった。 

訓練の案内を紙ではなく、２次元コ

ードを用いてスマートフォンにて行え

ればと考えている。 

２（報告） 

３ 年３回の訓練について、村櫛町全体

での実施が難しく、班を絞り交替で行

っているため、浸透に時間を要してい

る。中高生の参加を試みたり、地域の

医師にも救護で関わっていただいたり

するなど毎年悩みながら行っている。 

  訓練の必要性は、実施するたびに改

めて感じる。 

３（報告） 

４ 最後は各家庭や各個人の問題とな

り、訓練の有効性も、災害の状況に応

じて、全体で一斉に行う場合と個別の

場合とで違ってくるのではないかと考

える。 

４（意見） 
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（南地域分科会）地域課題に係る報告（令和７年 10月） 

件名 馬込川水門の工事実施状況について 開催月 令和７年８月 

内容 

〇背景又は取り上げた理由 

浜松市沿岸津波対策の整備が一部残る馬込川河口部は、津波被害軽減のため令和

３年から水門整備工事が実施されている。地域内で実施されている工事のため、現

状把握の目的で令和４年度は希望者による現場視察を実施。その後、都度説明を受

けてきた。 

○ 内容 

令和９年の完成が近いため、工事の整備状況について静岡県浜松土木事務所から

説明を受けた。 

所管 静岡県浜松土木事務所沿岸整備課 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ 水門見学会指定日の 11 月 1 日以外

でも予約をすれば見学は可能か。 

１ 水門の見学は、10 名以上の団体及び

平日のみ受付が可能。事前予約をお願

いする。11 月１日については予約不

要。時間は 10 時から 15時までを予定

している。こども向けイベントも実施

する。 

２ 工事終了後も水門に隣接したインフ

ォメーションセンターを残してほし

い。他地域からの見学者も増えること

を想定すると資料や説明等を行うイン

フォメーションセンターは必要と思う

がいかがか。 

２ 当初計画では、水門管理棟にインフ

ォメーションセンターを併設する考え

もあったが、当初の想定より人件費と

資材が高騰し、非常に厳しい状況。今

後、建設について浜松市と検討してい

きたい。 

３ 水門の隣接した高台から、富士山や

景色が一望できる場所を造っていただ

けるのか。 

３ 水門から連続する防潮堤の部分が一

部高い場所にあるので、そこを利用し

て展望台として活用していくことは可

能かと思う。 

４ 防潮堤の高さと比べて水門の高さは

低い。大規模災害の津波に対し、公共

施設や学校等の被害を防止するための

対策はあるか。 

４ 河川堤防を８メートルまで嵩上げ

し、堤防表面をコンクリートで被覆し

た壊れにくい構造にすることによっ

て、越水する量を減らす対策をしてい

る。 

 

地域課題－南 
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【令和7年10月7日開催】
　　中央区協議会（代表会）からの連絡事項
　　地域課題に係る報告事項（南地域）
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浜松市沿岸の津波対策

馬込川水門

令和7年7月14日 撮影
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地域課題ワークシート 

項目          メモ欄 

地域課題 

【避難所について】 

・現在、住んでいる場所が国道 1号線から東、安間川と天竜川には

さまれた地区で、高い建物がない。 

・避難場所は、東部中学校・飯田小学校。 

・高齢者や子どもを連れての移動距離が「長い」「遠い」と感じて

しまう。 

・もし中央卸売市場が避難場所としての機能があったら良いなと思

う。 

他の委員へ聞きた

いことについてグ

ループで出た意見 

※発表時間の目安

（5 分程度） 

①地域の避難場所について、どのような建物が避難場所になってい

るか。 

 

 

 

 

②避難場所についてのご意見・地域の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③高齢者等で避難できない人に対する地域での取組みについて 

（例：地域で守る、近所で話し合いをしている、近くのビルの屋上

を開放してもらうことにしているなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４



 「地域課題」提出用紙 

 

 

                                 委員氏名  辻 雅美委員   

 

１ 

地域課題 

 

【ゴミ集積所の管理について】   

 

地域のゴミ集積所の不燃物ゴミが荒らされる

ことがある。 

 

背景を含めて、内容をご

記入ください。 

２ 

１に記載した「地域課題」

解決のために意見交換を

行う上で、他の委員から提

供してもらいたい情報（他

地区（団体）の取り組みや

実情など）、他の委員に求

めたい意見についてご記

入ください。 

 

 

・ゴミ集積のゴミが荒らされるということはあ

りますか。 

 

・施錠について工夫されていることがあればお

聞きしたい。 

 

・ゴミ集積所の問題等あればお聞きしたい。 
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資料５












